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要 約 

１ 研究の目的（問題の所在） 

現行の所得税法における受益者等課税信託では、信託財産に属する資産及

び負債は受益者が有するものと、信託財産に帰せられる収益及び費用は受益

者に帰属するものとそれぞれみなすとともに、信託の受益者が複数存在する

場合には、信託財産に属する資産及び負債の全部をそれぞれの受益者がその

有する権利の内容に応じて有するものとし、その信託財産に帰せられる収益

及び費用の全部がそれぞれの受益者にその有する権利の内容に応じて帰せら

れることとされている。 

信託の受益権は、量的に分割するだけでなく、収益受益権と元本受益権の

ように質的に分割することも可能になっているところ、現在の税制では、そ

の質的に分割された各受益権に係る受益者は、具体的にどのように信託財産

に属する資産及び負債を有し、信託財産に帰せられる収益及び費用が自らに

帰属するものとして所得税の計算を行うべきかが、法令上も税務解釈として

も明らかではない。また、受託者は信託財産に帰せられる収益の一部を信託

に留保することも可能となっているが、その場合には、一部の受益者にその

信託から生ずる全ての収益が帰属するものとして課税が行われることとされ

ているため、最終的に利益を享受しない者に対して課税が行われることもあ

り得ることとなっており、合理的ではないとの批判が存在しているところで

ある。 

このため、受益権が質的に分割される信託のうち、今後、個人の財産管理

や承継のために活用が見込まれる収益分配を受ける権利と元本分配を受ける

権利を分割する信託や、信託収益を受益者に分配せずに、その全部又は一部

が留保される信託を念頭に置き、現行の受益者等課税信託に代わる新たな課

税方式を検討することとしたい。 
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２ 研究の概要 

信託を巡る近年の状況変化や、その変化に伴い生ずる課税上の問題点等を

概観した上で、より柔軟な制度設計が可能となっている新信託法の下におけ

る信託収益に対する新たな課税方式の導入について、立法的観点からの検討

を行う。 

（１）信託を巡る状況の変化等 

我が国の信託は商事信託を中心に発展してきたといわれており、その中

でも集団信託が盛んに行われ、法制度面でも特別信託法がより発展してき

たといわれている。そのような状況の中で、新信託法がビジネスツールの

供給と高齢化社会における個人資産管理のためのツールの供給という２つ

の大きな使命をもって成立した。 

信託の重要な機能のひとつに財産管理機能がある。信託が有する財産管

理機能の特徴としては、財産権の名義を受託者に移転することにより、財

産の支配権を受託者に移すことができる転換機能があることである。高齢

者や障害者等のような財産管理能力が劣る者にとってはこの転換機能を利

用することにより、受託者による信託財産に係る所有権の拘束を受けるこ

とが信託を活用するメリットとなる。 

（２）現行制度における課税上の問題点 

民事信託において活用が見込まれる受益権が質的に分割された信託につ

いて、現行の受益者等課税信託の考え方の下で課税しようとする場合には、

次のような場面において検討すべき問題点が生じる。 

イ 信託設定時に委託者が収益受益権を取得した者からその対価の支払を

受けた場合における課税方法や、その収益受益権を取得した者のその取

得費の取扱い 

ロ 収益受益権者が支払を受ける収益分配金の所得区分や、その収益受益

権に係る信託財産が減価償却資産である場合における減価償却費の配賦

方法 
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ハ 信託終了時に元本受益権者が引き継ぐ信託財産の帳簿価額の算定方法 

また、信託財産に帰せられる収益の全部又は一部が受益者に分配されず

に留保される信託では、その信託に留保された所得が現存する受益者に帰

属するものとして課税が行われる。これは、受益者等課税信託では、信託

内に収益を留保することにより、徒に課税繰延べを生じさせないことを企

図したものであると考えることができるが、最終的に利益を享受しない者

に対して課税する結果となることも生じ得るものとして合理的ではないと

の批判が存在している。 

これまでの一般的な我が国の民事信託の形態は、委託者が自らを受益者

として組成されるものが多く、こうした形態の信託は、その委託者兼受益

者が信託財産を引き続き有していると考えることが可能であるという経済

的な実態面を踏まえ、受益者に信託財産等が帰属するという擬制を行うこ

とにより課税関係を処理してきたといえる。しかしながら、受益権が質的

に分割された信託では、受益権の相対的な関係が信託期間を通じて変動す

ることや、収益計算上の費用項目が異なる受益者に帰属している場合が生

じることなど、信託に係る資産・負債等を、信託期間を通じて受益権の内

容に整合的に帰属させることが困難との問題が生じる。このような信託に

ついては、経済的な実態や受益者の実感に合致する課税方法の枠組みを構

築していく必要がある。 

（３）信託元本及び収益の意義と収益及び費用の帰属 

イ 信託契約における信託元本と収益の意義 

信託契約においては、信託法に特段の制限がない限り、受益権の内容

を自由に定めることが可能であるため、信託法や信託実務においては、

様々な内容の受益権を設定することができる。その際に用いられる「元

本」や「収益」という内容は一律ではなく、その意義について信託法を

はじめとする他の制度に求めることはできない。したがって、受益権が

質的に分割された信託の受益者が受ける利益に対する課税方式を定め

るにあたっては、受益者に対して課税すべき所得金額の算出が可能とな
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るよう、税法においてこれらの受益権の意義を定めていく必要がある。 

ロ 収益及び費用の帰属 

現行の信託に係る収益及び費用の帰属に関する規定（所法 13 条１項

本文）は、いわゆる実質所得者課税（所法 12）の例外として設けられて

いるが、当該帰属に関する規定は、人的な帰属だけでなく、信託財産に

帰せられる収益の課税するタイミングも定め、その発生した年に課税す

ることにより実際の分配時まで課税が繰り延べられることを防止して

いる。これらの規定と費用収益対応の原則の考え方を前提として信託財

産に係る減価償却費の帰属を検討すると、減価償却は、費用収益対応の

原則に則って、資産の取得費を使用又は時間の経過による減価に応じて

徐々に費用化するという考え方から採られているものであることや、収

益受益権者は収益の帰属すべき者であること等を踏まえると、その収益

受益権者が減価償却費を計上することができると考えるべきである。し

かし、収益受益権のみを有する者は、通常は信託財産を取得しておらず、

減価償却費の計算の基礎となる減価償却資産の取得価額を有しない。こ

のため、収益のうち減価償却費相当額の金銭等の分配を受けるためには、

信託元本の払戻しを受ける権利のような減価償却資産である信託財産

に対する何らかの権利を有していると考える必要があろう。 

（４）信託収益に対する新たな課税方式の検討 

質的分割がされた信託（質的分割信託）や収益の分配が留保される信託

（収益留保信託）に対する課税法式としては、信託の原則に立ち返って、

受託者が信託において果たす役割を重視し、受託者が信託財産を所有する

との私法上の法律関係を前提にする方式により課税することが検討される

べきである。以下では、この新たな信託収益に対する課税方式について、

立法化を念頭においた具体的な制度設計を検討する。 

イ 税制上の新たな信託の区分 

質的分割信託は信託制度の柔軟性を利用した多様な方式を考えること

ができること等を踏まえると、従来の受益者等課税信託に該当する信託
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の要件を類型化することによって、現行のパススルー課税の対象となる

信託の範囲を規律することが合理的である。具体的には、次に掲げる要

件が、信託契約において、明確かつ確定的となっている信託を「量的分

割信託」として現行のパススルー課税の対象とし、量的分割信託に該当

しない信託を「受託者計算信託」として新たな課税方式の対象となる信

託として位置付ける。 

(ｲ) 信託期間を通じて、全ての受益権の権利の内容が、信託財産に係る

全ての権利の一定割合に相当するものとされていること。 

(ﾛ) 信託期間を通じて、信託財産に帰属する収益及びこれに対応する費

用の全てを、その収益が信託財産に帰属すべき日の属する年分に、現

存する受益者に対して分配することとされていること。 

ロ 質的分割信託における受益権の意義 

受託者計算信託のうち質的分割信託に係る所得税の課税方式を定める

場合には、所得税法において、収益又は元本の分配を受ける権利の意義

を次のように定めることが考えられる。 

(ｲ) 収益受益権……信託期間中に信託財産から生ずる各種所得の金額の

配賦を受ける権利 

(ﾛ) 元本償却受益権……信託期間中に減価償却費相当額の金銭等の分配

を受けることができる権利、及び信託期間中に信託財産の譲渡をした

場合にその譲渡対価の全部又は一部（信託終了までの減価償却費及び

その譲渡損益）の分配を受けることができる権利 

(ﾊ) 元本受益権……信託期間の終了後に信託財産（残余財産）の分配を

受けることができる権利 

ハ 信託設定時の課税関係 

受託者計算信託に係る信託財産を拠出した場合には、その拠出は信託

受益権を設定する行為と観念する。その上で、委託者は、受益権を一旦

取得し、その取得した受益権を委託者から受益者に移転したものとみな

して課税する。この課税は、その受益権の適正な対価の支払の有無によ
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り次の方法が考えられる。 

(ｲ) 受益権の適正な対価の支払がある場合 

委託者から受益者に対して信託受益権の譲渡があったものとして課

税する。収益受益権については、金銭債権と同様の性質を有するもの

であると認められることから、その譲渡による所得は事業所得又は雑

所得として課税すべきである。元本受益権の譲渡による所得について

は、信託財産の取得価額を控除して計算すべきと考えるが、取得価額

のうちの一部は減価償却費として信託期間中に費用化されるため、信

託終了時の簿価を推算し、これを元本受益権の取得費とすべきである。 

(ﾛ) 受益権の適正な対価の支払がない場合 

委託者から受益者に対して信託受益権の贈与があったものとして課

税する。なお、現行制度では、信託設定時に受益権の評価額を算出す

ることとされているが、受益者が受けるべき利益の価額が、将来生ず

べき事実や受託者等の裁量に係る場合には、その評価は困難を極める

ものと考えられる。このため、質的分割信託の収益受益権又は元本（償

却）受益権に係る贈与課税については、現行の設定時課税を改め、そ

の受益権に基づいて実際に収益又は財産の分配を受けた際に課税する

方式に改めることを検討すべきである。 

ニ 信託期間中の受託者における所得金額の計算 

受託者計算信託の受託者は、これを個人とみなし、当該受託者は、そ

の信託財産に帰属する収益及び費用について、所得税法の規定に従って

所得区分や課税方式の異なるごとに所得金額の計算を行う。損失が生じ

た場合における所得区分間の損益通算についても、所得税法の規定に基

づいて行う。 

ホ 所得の配賦等を受けた受益者に対する課税 

収益受益権者に対しては、その有する権利に基づき、受託者において

計算された信託財産に帰属するネットの所得金額が配賦され、その収益

受益権者を納税義務者として所得税を課税する。この収益受益権者が配
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賦を受ける所得の所得区分は、信託財産の個性に由来する収益に係る所

得区分の引継ぎを行うべきである。 

元本償却受益権者に対しては、その年分に必要経費に算入されるべき

減価償却費相当額の金銭等が分配される。また、信託財産を譲渡した場

合には、その譲渡対価の全部又は一部が分配される。元本償却受益権に

基づき分配を受ける金銭等は、適正な対価を支払わずに当該権利を取得

している場合には、その分配を受けた金銭等に対して贈与税が課税され

る。また、適正な対価を支払っていても、当該権利に基づき信託財産の

譲渡対価の全部又は一部を受領した場合には、減価償却費相当額を上回

る部分が譲渡所得として課税される。 

ヘ 信託に留保された所得に対する課税 

受託者計算信託において受託者により計算された所得金額のうち、そ

の計算された年分において受益者に対して配賦されなかった金額につ

いては、その受託者を納税義務者として課税する。この場合、高額所得

者が、複数の信託契約を締結することによって所得を分散させようとす

ることを想定すれば、その総合課税の対象となる信託留保所得に対して

は、所得税の最高税率（45％）等を適用すべきであろう。ただし、留保

された所得に対して一律に高い税率を適用して課税することは、適用さ

れる所得税の限界税率が低い社会的弱者のために信託を利用すること

への阻害要因となるおそれが生じるため、分配を受けた受益者が確定申

告をすることにより、信託段階で課税された所得税との精算を可能とす

る制度を設けることが考えられる。 

ト 信託受益権を譲渡した場合の課税 

受託者計算信託の受益権の譲渡による所得を、権利の譲渡として総合

課税の譲渡所得とした場合には、信託を使うことよって資産の譲渡によ

る所得の性質を変更することが可能となり、これが原資産と信託受益権

の取扱いの差を利用した租税回避行為の誘因となる可能性は否定でき

ない。このような弊害に対処するとともに、発生する所得の経済的実質
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に見合った課税とする観点からは、当該受益権の譲渡による所得は、そ

の譲渡があった受益権の内容に応じて課税することが適当である。 

チ 信託終了時の課税関係 

受託者計算信託では受益時に贈与により取得した財産に対して課税す

るため、元本受益権を適正な対価を支払わないで取得している場合には、

信託の終了時に移転した残余財産の価額に対して贈与税が課税される

べきである。元本受益権を適正な対価の支払をして取得している場合に

は、その取得した残余財産の取得価額は、その元本受益権の取得価額と

する。 

３ 結論 

受益者等課税信託の下での質的分割信託に係る所得税の取扱いにおいて最

も難解な問題は、信託財産に係る減価償却費の取扱いと、信託財産に帰せら

れる所得の所得区分の判定であった。これらについては、信託に帰せられる

所得の計算主体を受託者とすることによって、経済的な実態や信託関係者の

実感に合致する合理的な税制を構築し課税を行うことが可能であると思われ

る。 

今後、信託に関する所得税を含めた税制の枠組みを早期に再構築すること

により、我が国における信託制度の利用とその社会的・経済的な重要性が進

展することが期待される。その場合、諸外国においてそうであるように、我

が国においても信託を利用した租税回避が出現することを避けることはでき

ないのであろうが、それへの対応やその他の税制の技術的な細部については、

これからの信託の制度の発展や取引の成熟に応じて不断に見直していくこと

が重要である。 
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凡  例 
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はじめに 

平成 18 年に公布された新信託法（平成 18 年法律 108 号）の施行にあわせ、

平成 19 年度税制改正において信託税制の改正が行われた。この改正によって

税法上新たな類型として設けられた受益者等課税信託では、信託財産に属する

資産及び負債は受益者が有するものと、信託財産に帰せられる収益及び費用は

受益者に帰属するものとそれぞれみなすとともに（所法 13 条１項）、信託の受

益者が複数存在する場合には、信託財産に属する資産及び負債の全部をそれぞ

れの受益者がその有する権利の内容に応じて有するものとし、その信託財産に

帰せられる収益及び費用の全部がそれぞれの受益者にその有する権利の内容に

応じて帰せられることとされた（所令 52 条４項）。 

新信託法では、受益者が複数存在する場合には、その受益権を量的に分割す

るだけでなく、収益の分配を受ける受益権と元本の分配を受ける受益権への分

割のように、質的に内容の異なる受益権を設定することも可能となっている。

しかしながら、このような質的に内容の異なる受益権が設定された場合に、各

受益者は具体的にどのように信託財産に属する資産及び負債を有し、信託財産

に帰せられる収益及び費用が各受益者に帰属するものとして所得税の計算を行

うべきかが、法令上も税務解釈としても明らかではない。 

また、信託財産に帰せられる収益の全てを受益者に分配せずに一部を留保す

る信託契約を締結することも可能であるが、この場合には、一部の受益者にそ

の信託から生ずる全ての収益が帰属するものとして課税が行われるため（所基

通 13－１）、最終的に利益を享受しない者に対して課税が行われることもあり

得ることとなっており、合理的ではないとの批判が存在しているところであ

る(1)。 

このため、受益権が質的に分割される信託のうち、今後、個人の財産管理や

承継のために活用が見込まれる元本分配と収益分配を受ける権利を分割する信

                                                           
(1)  佐藤英明「他益信託と課税－平成 19 年改正後の信託課税」税務事例研究 109 号 31・

32 頁（2009）。 



274 
税務大学校論叢第 92 号 平成 30 年６月 

託や、信託収益を受益者に分配せずに、その全部又は一部が留保される信託を

念頭に置き、現行の受益者等課税信託に代わる新たな課税方式を検討すること

としたい。 

本稿におけるその検討の手順としては、第１章において、明治時代から現在

までにおける我が国の信託法制の変遷を概観して信託を巡る状況の変化を把握

するとともに、本稿の主な検討対象となる民事信託が新信託法の下において信

託制度の柔軟化・多様化のきっかけともなったといわれるため、その活用事例

を紹介する。第２章においては、民事信託において活用が見込まれる受益権が

質的に分割された信託や信託財産に帰せられる収益の全部又は一部が受益者に

分配されずに留保される信託について、現行の受益者等課税信託の考え方の下

で課税する場合に生じる問題点について考察する。第３章においては、受益権

が質的に分割された信託に対する課税方式を検討する前提として、信託契約に

おける元本・収益の意義、信託契約における元本・収益の分配を受ける権利と

信託財産との関係、現行の税法における所得の帰属に関する原則と信託に係る

収益・費用の帰属に関する考え方の違いを確認した上で、受益権が元本・収益

に関する権利に分割された信託の減価償却費の帰属のあり方について検討を加

える。第４章においては、受益権が質的に分割された信託や収益の全部又は一

部が信託に留保される信託に対する課税法式について、従来の受益者等課税信

託による考え方を修正し、その信託財産に帰せられる資産・負債及び収益・費

用を、私法上の関係とその経済的な実態も踏まえて受託者に帰属させ、受益者

には、収益及び費用の総額ではなく、信託段階で受託者により計算された所得

金額が受益者に配賦され、帰属することとする新たな信託収益に対する課税方

式について、立法することを念頭においた具体的な制度設計について検討を行

う。 
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第１章 信託を巡る状況の変化等 

本章では、我が国における信託に関する制度の変遷を簡単に概観する。そし

て、平成 19 年に施行された新信託法においては、我が国ではあまり利用され

てこなかった民事信託が活用しやすくなったとされるが、その民事信託の適用

例として、福祉型信託や事業承継のための信託の活用事例を紹介する。 

第１節 我が国における信託法制の歩み 

１ 新信託法の制定まで 

我が国への本格的な信託制度の導入は、明治 38 年の担保附社債信託法（明

治 38 年法律 52 号）の制定であるといわれている。同法は、日露戦争集結に

伴う経済復興ために、外資の導入を促進するという我が国の経済的なニーズ

を踏まえて制定されたものであるとされる。この外貨獲得のための政策の一

環として制定された同法は、受益者である社債権者のために、委託者である

社債発行会社の指定する財産上に受託者が担保権を設定することにより、社

債を担保の裏付けによって信用力を高め、外国資金による社債取得を促すと

いう内容であった(2)。 

その後、大正期にかけての経済発展に伴い、信託ブームとでも呼ぶべき社

会現象が出現した。これは、個人や企業が信託の名の下に、高利貸し、不動

産仲介、投資、訴訟代行等の雑多な事業を行うようになったものである。こ

のような事業を営む多くの事業者は、経営も不健全な中小業者であり、資力

や信用力に乏しいものが多く横行しており、社会問題化していた。このよう

な状況に対処するために不健全な業者を取り締まる必要が生じ、その前提と

して、信託の概念や民事的な法律関係を明らかにする観点から、大正 11 年

に旧信託業法とともに制定されたのが旧信託法であった。このように、旧信

                                                           
(2)  新井誠『信託法〔第４版〕』17・18 頁（有斐閣、2014）。 
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託法の主たる目的は、信託の発展を促進し、その利用に対する社会的ニーズ

を保護することにはなく、制定当事に横行していた不健全な業者を取り締ま

ることにあったため、強行法規的な規定が多く、柔軟で効率的な信託設計や

運営ができるような内容とはなっていなかった(3)。 

その後、我が国においても経済社会における活動が発展・多様化し、信託

の利用も拡大していったが、その受託者は「金融機関の信託業務の兼営に関

する法律（昭和 18 年法律 43 号）」により銀行業との兼営の免許を受けた信

託銀行が商事信託の中核を占めていた。これは、第二次大戦後の厳しいイン

フレにより経営が悪化した当時の信託会社が、昭和 23 年の時点で一斉に銀

行業務と信託業務を兼営する信託銀行に転換したためである(4)。この時期に

は、昭和 26 年に証券投資信託法が、昭和 27 年に貸付信託法が制定され、こ

れらの法律に基づき金銭を信託財産とする集団信託が盛んに行われるように

なり、我が国の信託は、信託銀行を受託者とする商事信託を中心に発展して

きたといえる(5)。また、平成の時代に入ってからは、集団投資スキームに関

する法制度面の整備が行われ、投資信託及び投資法人に関する法律や資産の

流動化に関する法律などの特別信託法が一般信託法よりも発展を遂げてきた

といえる(6)。 

このように我が国の信託の特質としては、受託者が信託銀行に限定され、

信託の財産管理機能よりは信託銀行の金融機能が活用された集団投資信託を

中心に発展してきたことである(7)。これは、英米の信託が、財産の所有者が

                                                           
(3)  寺本昌広『逐条解説新しい信託法〔補訂版〕』４頁（商事法務、2008）。新井・前

掲注(2)18・19 頁。 
(4)  新井・前掲注(2)20 頁。 
(5)  集団信託が我が国において発展した理由は、①委託者の信託金が比較的少額で、単

独では運用の単位にならなかったこと、②運用方法は、企業への長期貸付が中心で

あったが、安定した貸付けには個別信託の金銭よりも多数の委託者から分散受託した

小口の信託財産をまとめた方が借り手にもよかったこと、③信託業法に、実績配当主

義や忠実義務の例外が規定されるとともに、税法の優遇措置（マル優）が存在してい

たこと、が挙げられる（新井・前掲注(2)28 頁）。 
(6)  占部裕典『信託課税法－その課題と展望－』２、32 頁（清文社、2001）。 
(7)  新井・前掲注(2)30 頁。 



277 
税務大学校論叢第 92 号 平成 30 年６月 

子や孫の扶養や教育等のために、その財産を信頼できる委託者に託して管理

処分を義務付けるという民事信託を中心に発展してきたということと大きく

異なる点であるといわれている(8)。 

２ 新信託法の制定 

このような状況の中で、旧信託法の施行から 85 年を経て制定された新信

託法は、新たなビジネスツールの供給と高齢化社会における個人資産管理の

ためのツールの供給という２つの大きなミッションをもって成立したもので

あるといわれている(9)。すなわち、新信託法は、これまでの信託銀行を受託

者とする商事信託に対応することのみならず、高齢者や障害者の後見人等が

委託者となって行う財産管理を目的とする信託や個人財産の管理承継のため

の信託に対応することも念頭において制度が構築されている。これは、これ

から更に進んでいく高齢化社会において必要なインフラであり、新信託法に

おける信託の多様性へのきっかけともなったものであろう。 

新信託法の特色としては３点に集約できるとされる(10)。第一に、当事者の

私的自治を基本的に尊重する観点から、旧法の過度に規制的なルールを改め、

受託者の義務の内容を適切な要件の下で合理化している。具体的には、受託

者の忠実義務や信託事務の処理の第三者への委託（自己執行義務）に関する

規定の合理化が行われている。第二に、受益者のための財産管理制度として

の信頼性を確保する観点から、受益者の権利行使の実効性・機動性を高める

ための規定や制度を整備している。具体的には、帳簿の作成・保存・報告・

閲覧等の規定の整備、受益者による差止請求の制度の導入、複数受益者の意

思決定における多数決制度の導入、信託監督人及び受益者代理人制度の新設

が行われている。第三に、多様な信託の利用ニーズに対応するため、新たな

類型の信託の制度を創設している。具体的には、自己信託、受益証券発行信

                                                           
(8)  能見善久『現代信託法』５・６頁（有斐閣、2004）。 
(9)  佐藤英明「19 年度改正の概観と受益者等課税信託について－信託と税制シリー

ズ：第１回（全３回）－」租税研究 731 号 148 頁（2010）。 
(10) 寺本・前掲注(3)13 頁。 
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託、限定責任信託、受益者の定めのない信託の創設が行われている。 

第２節 新信託法による民事信託 

我が国における民事信託と商事信託の違いは、家産承継や家族財産管理のた

めの信託であるか、集団ファンドや証券化のための信託であるかの違いに求め

る立場が有力であるとされている(11)。他方、民事信託と商事信託の区分を、信

託法と信託業法における受託内容の違いに求める立場では、民事信託とは、信

託のうち信託業者（信託銀行や信託会社）が受託者とならないもの、又は信託

業法が適用されない信託を意味するものとなる(12)。これは、信託法は受託事務

の内容を一定の目的に従って「財産の管理又は処分」及び「その他の当該目的

の達成のために必要な行為」をすることとしている一方、信託業法の受託事務

の内容は「財産の管理及び処分」が主となるため、親族等が受託者となる後見

代替の民事信託においては、高齢者や障害者である委託者の財産の管理とその

委託者の身上監護（生活や福祉の支援確保）や介護を同時に引き受けることが

可能となるが、信託銀行等が受託者となる商事信託では、身上監護のようなサ

ービスを付帯的に提供することは実際上困難となるためである。このため、上

記のような包括的な事務の委託を行う個人間の民事信託では、これまで形成さ

れてきた信託業者に適用される信託法理とは異なる法理をあてはめるべき場合

も少なくないとするものである(13)。 

信託の重要な機能のひとつに財産管理機能がある。この財産管理機能は民法

上の任意代理、委任、寄託、遺言執行等にも存在するものであるが、信託が有

する財産管理機能の特徴としては、財産権の名義を受託者に移転することによ

り、財産の支配権を受託者に移すことができる転換機能があることである。高

齢者や障害者等のような財産管理能力が劣る者にとってはこの転換機能を利用

                                                           
(11) 大垣尚司「民事信託の基礎」新井誠＝大垣尚司編著『民事信託の理論と実務』10

頁（日本加除出版、2016）。 
(12) 大垣・前掲注(11)１～４頁。 
(13) 大垣・前掲注(11)13 頁。 
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することにより、受託者による信託財産に係る所有権の拘束を受けることが信

託を活用するメリットとなる(14)。 

このような民事信託の活用方法は、どのようなものが考えられているのであ

ろうか。次に、このような家族信託や個人信託といわれる民事信託の実例を見

てみる。 

（１）高齢者福祉型信託(15) 

高齢者である S は、認知症を患った妻 B が金銭の管理を行うことができ

ないことから、S の死亡による相続により妻 B が金銭を取得することがな

いように、生前に子 T を受託者として B に残すべき金融資産を信託し、S

の死亡後は、その信託財産から必要な生活費や医療費等が妻 B のために使

われるようにした。 

（２）未成年者養護信託(16) 

病弱な母 S は、数年前に離婚をしたが、万が一自分が死亡して、元の配

偶者に子 B の親権が回復した場合でも、子 B に相続させる居住用不動産や

金融資産を元の配偶者に費消されないようにとの考えから、未成年者の後

見人を親族 T に指定し、当該居住用不動産や金融資産を信託財産として、

その T を受託者とする信託を設定した。子 B が成年するまでは子 B を受

益者として、居住用不動産を居住の用に供するとともに、信託財産である

金融資産から生ずる収益の分配を受けることとした。また、子 B が成人し

た場合には信託が終了し、残余財産の分配を受けることができることとし

た。 

（３）配偶者支援及び相続対策のための信託(17) 

高齢者である S は、親族 T を受託者とする遺言信託を設定した。信託財

産は自宅を兼ねた賃貸用不動産であり、収益受益権者は妻 A とし、元本受

                                                           
(14) 新井誠「民事信託の新たな展開」能見善久＝樋口範雄＝神田秀樹編『信託法制の

新時代－信託の現代的展開と将来展望－』263～265 頁（弘文堂、2017）。 
(15) 遠藤英嗣『新しい家族信託〔新訂〕』421～426 頁（日本加除出版、2016）。 
(16) 遠藤・前掲注(15)463～470 頁。 
(17) 遠藤・前掲注(15)477～481 頁。 
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益権者を子 B 及び子 C とした。S は妻 A が負担するであろう相続税額に

見合うほどの金融資産しか有しておらず、妻 A の死亡による相続により遺

産分割が生じた場合には、不動産を売却せざるを得なくなることを懸念し

ていたが、当該信託は妻 A の死亡時まで存続することとされているため、

妻 A は収益受益権に基づき、信託財産である不動産に居住し続けることが

可能になるとともに、当該不動産から生ずる家賃収入により生活費を確保

することができる。また、子 B 及び子 C は、妻の死亡時に相続財産として

不動産を取得することができることとなる。 

（４）事業承継のための信託(18) 

経営者である S は、親族 T を受託者とする信託を生前に設定した。信託

財産は自社株式とし、信託契約において長男 A と次男 B を収益受益権者と

するが、議決権行使の指図権を、経営者 S が生存中は自らに、経営者 S が

死亡後は長男 A のみに付与した。これにより、経営者 S は、２人の子のう

ち、長男 A に対しては経営権を取得させ、次男 B に対しては経営権を取得

させずに経済的利益のみを取得させることができることとなる。 

これらは委託者の親族を受託者として民事信託を設定している事例である

が、信託は難解な制度であり、信託財産の管理運用も単純なものではないた

め、全ての個人が受託者としてのノウハウを具備しているとは限らない。む

しろ、そのような知識を有しない個人の方が多数を占めると思われることか

ら、我が国において民事信託を普及させるために、信託銀行や弁護士等の第

三者を関与させた民事信託の仕組みも提案されている。具体的には、①信託

銀行や信託会社は、個人信託のメリットである高齢者等の身上監護と結びつ

けた日常的な財産管理を行うことの代わりに、受託者としての継続力の高さ

を基に、受益者に終身タイプの給付や受益者の変更を伴う給付などのソリュ

ーションを提供し、個人を受託者とする信託との相互補完関係を築く、②弁

護士や司法書士等の専門家である信託監督人を指定し、受託者の監督をしつ

                                                           
(18) 民事信託研究会『民事信託の活用と弁護士業務のかかわり』44・45 頁（トラスト

60 研究叢書、2009）。 
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つ、個人を受託者とするに相応しい信託スキームの提案等のアドバイスを受

ける、③家族という枠組みを超えて、町内会や自治会といった地域社会をベ

ースにした集団単位での相互扶助の仕組みを構築し、高齢者の財産管理等の

目的のために、このような地域単位で信託を活用する、というものである(19)。

このような提案が多く具体化されることにより、民事信託の利用がより促進

されるであろう。 

                                                           
(19) 野口雄介「個人を受託者とする信託の課題と対応策に関する考察」信託法研究 36

号 57～60 頁（2011）。新井・前掲注(14)270・271 頁。 



282 
税務大学校論叢第 92 号 平成 30 年６月 

第２章 現行制度における課税上の問題点 

本章では、現行の受益者等に課税することを原則とする制度の下で、質的に

受益権が分割された信託や収益が受益者に分配されずに留保される信託等につ

いて課税する場合の問題点について整理する。 

第１節 受益権を元本受益権と収益受益権に分割した信託 

ここでは具体的な事例を設定して、現行法における問題点を検討してみたい。 

【事例１】 

Ａ（個人）は、自己が所有する賃貸用建物（時価１億円）を信託財産と

して、以下の信託契約を締結した。 

① Ｂ（個人）に収益受益権を付与し、信託期間中の信託財産の運用によ

り生じる家賃収入 100 万円を 10 年間に渡って分配する。 

② Ｂは、この収益受益権の対価として、信託設定日にＡに対して 950 万

円を支払った。 

③ Ｃ（個人）に元本受益権を付与し、信託終了後に信託財産を交付する。

④ Ｃは、元本受益権の対価として、信託設定日にＡに対して 7,000 万円

を支払った。 

⑤ 信託設定日から１年経過後に、Ｂは収益受益権をＤ（個人）に 900 万

円で譲渡した。 

⑥ 同じく、信託設定日から１年経過後に、Ｃは元本受益権をＥ（個人）

に 7,100 万円で譲渡した。 

⑦ 当該信託契約に係る信託報酬は、年間 10 万円とする。 

１ 信託設定時の課税関係―収益受益権について― 

本事例の②のように、ＢがＡに収益受益権の対価として支払った 950 万円

については、どのように課税されるのであろうか。この収益受益権の価額で
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ある 950 万円の算定に当たっては、信託期間中の 10 年間に収入されるであ

ろうと見込まれる家賃（100 万円×10 年間）の合計額を現在価値に割り引い

たものと考えることができる。また、当該収益受益権者は、その権利の内容

に応じて信託財産に属する資産及び負債を有し、信託財産に帰属する収益及

び費用はその受益者に権利の内容に応じて帰せられることから、信託の設定

によりBが有していた賃貸用建物に包含されていた権利の一部がAに対して

移転したとみることができる。このような前提の下では、次のように課税す

ることが考えられる。 

（１）雑所得として課税 

収益受益権は信託を設定することによって生ずる権利であるが、信託法

２条７項において、「受益権」とは、信託行為に基づいて受託者が受益者に

対し負う債務であって信託財産に属する財産の引渡しその他の信託財産に

係る給付をすべきものに係る債権（以下「受益債権」という。）及びこれを

確保するために信託法の規定に基づいて受託者その他の者に対し一定の行

為を求めることができる権利をいうと規定されている。この収益受益権は

この受益債権の一部を成すものであると考えると(20)、収益受益権は家賃を

受領することができるという内容の債権の譲渡であり、雑所得として課税

すべきと考えることができる。なぜなら、金銭債権の譲渡は譲渡所得を生

ずべき資産の譲渡には該当せず、資産の移転にも該当しないと取り扱われ

ているためである(21)。この場合の取得費は、収益受益権が信託の設定によ

り創設されるものであり、委託者が収益受益権の取得のために要した金額

はないと認められるため、ゼロとして計算すべきとなる。 

                                                           
(20) 新井誠教授は、受益権とは、株式会社における株主権と同様、自益権と共益権か

らなる複合的権利ないし包括的権利であると表現でき、この自益権とは、信託（信託

財産）から経済的利益を取得できる受益者の権利（元本受益権、収益受益権）を指す

とされる（新井・前掲注(2)66 頁）。 
(21) 所基通 33－１。 
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（２）建物の譲渡所得（分離課税）として課税 

「サンヨウメリヤス土地賃借事件」(22)では、「所有者が当該土地の使用

収益権を半永久的に手離す結果となる場合に、その対価として更地価格の

きわめて高い割合に当たる金額が支払われるというようなものは、経済的、

実質的には、所有権の機能の一部を譲渡した対価としての性質をもつもの

と認めることができるのであり、このような権利金は、……譲渡所得に当

たるものと類推解釈するのが相当である」とされている。これを踏まえる

と、収益受益権の設定の対価が、その内容から使用収益権を半永久的に手

離したといえるのかどうかということになる。つまり、使用収益権の内容

によって、その受益権の対価が信託財産の所有権の機能の一部の譲渡とい

う実質を持つのかどうかということによって判断することとなる(23)。 

この考え方に立つと、事例の収益受益権は、土地の使用収益の対価を 10

年間 B に与えること内容とするものであるため、その所有権の一部の権能

を譲渡したとみることができる場合には譲渡所得として課税することとな

るものの、このような実質的な判断をすることは、実際上は困難であるた

め、所得税法施行令 79 条において、時価の２分の１を超える権利金が支

払われた場合にこれを譲渡所得として課税している(24)。同条の対象となる

権利金の範囲には収益受益権の対価は含まれていないため、立法措置を講

                                                           
(22) 最判昭和 45 年 10 月 23 日民集 24 巻 11 号 1617 頁。 
(23) 佐藤英明教授は、このような考え方を「実質説」と命名されている（佐藤・前掲

注(1)45 頁、佐藤・前掲注(9)156・157 頁）。 
(24) 税制上、権利金等を譲渡所得の収入とみるのは、いうまでもなくその収受に伴っ

ていわば土地の用益権部分が譲渡されたとみられるような場合であり、権利金に種々

の性格のものがあることを考えると、権利金の収受があれば一概にそれを譲渡所得の

収入とみるのは適当でなく、また、実際問題として個々のケースに即してその性格を

認定し、その所得分類を判断するというのも税務執行上難点があるところから、ある

程度まとまった権利金の収入があったときは、地主にとってそれに伴う大幅な地価の

下落が生じ、実質的に用益部分の譲渡があったとみられるという考え方の下に、その

ためのいわば常識的な判断の基準として「２分の１」基準が定められたものといえる。

その意味で２分の１という基準自体は格別理論的な根拠があるとも見受けられない

が、ある程度個別的妥当性を犠牲にしても何らかの基準を設ける必要があるところか

ら、このような制度が定められたものと考えられる（植松守雄編著『注解所得税法〔五

訂版〕』722 頁（大蔵財務協会、2011））。 
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じずに建物の譲渡所得として課税することは困難であるとも考えられる。 

（３）不動産所得として課税 

収益受益権の対価の支払を受けた A は、信託期間中の 10 年間に収入す

ると見込まれる家賃を一括して受領したことと同一の経済的利益を得たこ

とになる。このため、その所得の実質的な内容を重視し、所基通 33－５（１）

の考え方に準じて、契約において定められている支払日又は支払の請求

日(25)において不動産所得に係る収入金額として課税することが考えられ

る。 

この場合、本事例の収益受益権の対価は、10 年間の信託期間中に生ずる

と見込まれる不動産の使用の対価を一括受領するものと捉えることも可能

であるため、臨時所得として取り扱うことも考えられる。なお、不動産所

得に係る収入金額を一括して計上した場合には、その年の翌年以後に生ず

ると見込まれる費用又は損失の金額の見積額を含めて必要経費に算入する

こととされている（所基通 37－３）。このため、収益受益権の対価を不動

産所得に係る収入金額として一括して計上した場合には、収益受益権に基

づき収益の分配を受ける受益者が、信託期間中の各年における不動産所得

の金額の計算に際し、減価償却費の必要経費への算入などをどのように行

うかという問題が生ずるものと思われる。 

２ 信託設定時の課税関係―元本受益権について― 

本事例の④のように、C が A に元本受益権の対価として支払った 7,000 万

円については、どのように課税されるのであろうか。この元本受益権の価額

である 7,000 万円の算定に当たっては、信託財産である建物の 10 年後の価

額を推定したものと考えることができる。この場合にも、元本受益権者は、

その権利の内容に応じて、信託財産に属する資産及び負債を有し、信託財産

に係る収益及び費用が帰せられることとされるが、この信託課税の原則に照

                                                           
(25) この場合の支払日又は請求日は、収益受益権の対価に係る支払日又は請求日とす

べきと考える。 
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らし、どのように課税することが考えられるであろうか。 

（１）雑所得として課税 

上記１（１）のとおり、受益権は債権的な権利であるとする考え方に立

てば、本事例の元本受益権は 10 年後に信託財産を移転する権利であり、

その権利の設定時点で直ちに信託財産を移転しているものではない。この

ため、元本受益権の移転についても収益受益権の移転と同様に、受益債権

の一部である元本受益権の譲渡として総合課税の対象となる譲渡所得とし

て課税することが考えられる。この場合には、信託を利用することによっ

て資産の性質をコンバージョンすることが可能となるため、租税回避の具

に利用されるおそれが大きくなるというデメリットがある(26)。 

（２）建物の譲渡所得（分離課税）として課税 

元本受益権は収益受益権と異なり、信託財産そのものを取得することが

できる権利であるため、税法上はこれを債権として課税することは適当で

なく、また、受益権を有する者は資産及び負債を有するものとみなすこと

とされていることから、その実質面を重視し、建物そのものを譲渡したも

のとみて、分離課税の対象となる建物の譲渡所得として課税することが考

えられる。 

３ 信託期間中の課税関係 

本事例では、受益者が複数存在することから、所得税法施行令 52 条４項

の規定により、その有する受益権の内容に応じて信託財産に属する資産及び

負債を有し、信託財産に係る収益及び費用が帰せられることとされる。この

場合に、家賃収入、減価償却費及び支払った信託報酬がどのように収益受益

権者又は元本受益権者に帰属し、課税される場合の所得区分はどのようにな

るのかが問題となる。また、信託設定時に収益受益権者が支払った受益権の

                                                           
(26) 佐藤英明教授は、この考え方を擬制説と命名され、現行法の一般的な規定との整

合性、親和性は高いが、コンバージョンによる租税回避の可能性を大きく開いてしま

うため、擬制説を採る場合には、租税回避の個別的否認規定を作る必要があると指摘

される（佐藤・前掲注(1)46・47 頁、佐藤・前掲注(9) 158・159 頁）。 
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対価の額は、どのように所得計算上考慮されるのかという点も問題となる。 

（１）不動産所得として課税 

まず、収益受益権者が支払を受ける収益に対する課税方法であるが、年

間の家賃収入 100 万円は不動産所得の収入金額とする。これは、本事例の

収益受益権の目的は、家賃収入に係る収益の分配を受けることであるため、

その課税にあたっては信託財産の個性に由来する所得区分を引き継ぐとい

う考え方である。 

この場合、賃貸用建物の減価償却費については、どのように取り扱うべ

きであろうか。信託課税の原則により、信託財産である建物は元本受益権

者に帰属するということであれば、収益受益権者に係る不動産所得の金額

の計算上、減価償却費は必要経費に計上することはできないこととなる。

ただし、本事例の元本受益権は 10 年間の信託期間終了後に残余財産を受

け取ることができる権利であり、これも妥当しない。 

それとも、収益受益権者には、当然に収入金額が生ずべき期間に対応す

る減価償却費も帰属するものとして不動産所得の金額を計算すると考える

べきなのか。このように考えた場合、受託者に支払った信託報酬や租税公

課、借入金利子などの他の費用についてはどのように帰属割合を定めるべ

きかという基準を別途用意する必要が生ずる。このような解釈上の疑義が

生じるのは、信託法において収益受益権や元本受益権の定義がなく、実務

においても性質の異なる様々な場面で使用されているため、その権利内容

が明らかでないことも一因であると思われる(27)。 

また、B は、収益受益権を 950 万円で取得しているが、この取得費はど

のように必要経費に算入するかは、現行制度においては明らかではない。

一括による償却をすることが可能であるか、または、繰延資産のように均

等償却をすることが適当であろうか。仮に、この収益受益権が、利子所得

や配当所得を得ることができる権利である場合には、これらの所得の金額

                                                           
(27) 次章第１節参照。 
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の計算上には必要経費概念が存在しないため、収入金額から収益受益権の

取得費を控除することはできないこととなる。 

（２）雑所得として課税 

信託財産に属する賃貸用建物は元本受益権者に帰属するものとみなされ

るため、当該建物から生ずる収益及び費用は元本受益権者に帰属するもの

とし、収益受益権者は元本受益権者からの利益の分配を受けるものと観念

する。このため、収益受益権者が分配を受ける収益は、不動産所得には該

当せず、雑所得として課税するという考え方である(28)。 

この考え方を採った場合には、様々な問題が生ずる。まず、信託法上、

受益債権は、受託者が受益者に対し負う債務であるとされており(29)、税法

において信託財産の帰属をみなしただけで、このような債権債務関係まで

も擬制することが出来るかは疑問なしとしない。また、信託から生ずる利

益を受けることが出来ない元本受益権者に収入及び支出を帰属させること

は、信託関係者の実感にも合致しないと思われる。さらに、元本受益権者

から収益受益権者への収益の分配は、不動産の貸付けに要した費用という

ことはできないため、不動産所得の金額の計算上必要経費に算入すること

ができるのかという問題も発生する。 

４ 収益受益権を譲渡した場合の課税関係 

本事例の⑤のように、収益受益権を 950 万円で取得した B が、これを 900

万円で譲渡した場合には、どのように課税すべきであろうか。これは、信託

設定時の収益受益権の対価に係る課税関係と連動してくるものと考える。上

記１（１）のように、収益受益権の設定の対価を金銭債権と捉えた場合には、

これを譲渡した場合にも同様に金銭債権の譲渡となろう。上記１（２）のと

おり、その設定の対価を建物の譲渡所得として分離課税の対象とする場合に

                                                           
(28) この場合における収益受益権に基づく利益の配賦は、上記（１）とは異なり、ネッ

トで行われることとなる。 
(29) 信託法２条７項。 
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は立法措置が必要と考えられるものの、土地の上に存する権利の譲渡と同様

に、収益受益権の譲渡についても建物の譲渡所得として課税すべきことにな

ろう。また、上記１（３）のように、その設定の対価を不動産所得として課

税する場合には、既に課税済みの不動産所得に係る家賃収入を受領する権利

が譲渡されることから、未収家賃に係る金銭債権を譲渡した場合と同様の経

済的実質を有すると認められ、この場合には、上記１（１）と同様に、金銭

債権の譲渡として雑所得として課税すべきと考えられる。 

５ 元本受益権を譲渡した場合の課税関係 

本事例の⑥のように、元本受益権を 7,000 万円で取得した C が、これを

7,100 万円で譲渡した場合には、どのように課税すべきであろうか。元本受

益権の譲渡による所得に対する課税方式についても、収益受益権の場合と同

様に、その設定時の課税方式と連動してくるものと考えられる。 

上記２（１）のように、設定時に権利の譲渡として総合課税の対象となる

譲渡所得として課税する場合には、その後の譲渡時においても同様に、総合

課税の譲渡所得とすべきである。上記２（２）のように、設定時に建物の譲

渡所得として分離課税の対象とする場合には、その後の譲渡についても同様

の課税方式により課税すべきこととなる。このように解した場合には、譲渡

により建物が第三者に再取得されたことになるため、建物の減価償却費を計

算する際の取得価額を 7,100 万円として計算し直すべきかという問題が生ず

ることになる(30)。 

６ 信託終了時の課税関係 

信託終了に伴い、残余財産である賃貸用建物が受託者から元本受益権者に

移転した場合には、課税関係は生じないものと考えられるが、その元本受益

権者が取得した賃貸用建物の取得価額について、どのように処理すべきかが

                                                           
(30) 減価償却費に関する同様の問題は、信託設定時にも生じ得る。 
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問題となり得る。すなわち、信託期間中は収益受益権に基づき分配を受ける

家賃収入に係る不動産所得の金額の計算に当たって減価償却費が必要経費と

して計上されるため、信託終了時の賃貸用建物の簿価はその減価償却費を控

除した金額となる。信託終了に伴いその賃貸用建物を取得した元本受益権者

は、その賃貸用建物の簿価（未償却残高）を引き継ぐこととなるのか。また、

未償却残高を引き継ぐこととした場合に、この未償却残高と元本受益権者が

支払った元本受益権の対価の額（7,100 万円）に差額が生じるときは、その

差額はどのように処理すべきか。 

第２節 信託財産に収益が留保される信託 

次に、信託に収益の一部が留保される場合の現行制度における問題点につい

て、具体的な事例に基づき検討してみたい。 

【事例２】 

F（個人）は、自己が所有する株式（時価１億円）を信託財産として、

以下の信託契約を締結した。 

① 信託財産から生ずる配当の 50％を G（F の配偶者）に、30％を H（F

の子）に、20％を将来出生するＦの孫に分配する。 

② F の孫が出生するまでは、当該孫に分配されるべき配当の 20％は信託

に留保する。 

③ F の孫が出生した場合には、その出生の日に、留保されていた金銭を

全てその孫に分配する。 

１ 留保された信託利益に対する課税 

受益者等課税信託では、信託の受益者が複数存在する場合には、信託財産

に属する資産・負債及びその信託財産に帰せられる収益・費用の全部が、そ

れぞれの受益者にその信託の受益者の有する権利の内容に応じて帰属するこ

ととされている（所令 52 条４項）。したがって、信託財産について生じた収
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益の一部が信託に留保された場合でも、現存するその信託の受益者にその留

保された収益が帰属するものとして課税が行われる（所基通 13－１）。この

ため、本事例により留保される配当は、現存する受益者である G 及びＨに帰

属するものとして課税されることとなる。 

これは、受益者等課税信託では、信託内に収益を留保することにより、徒

に課税繰延べを生じさせないことを企図したものであると考えることができ

るが、最終的に利益を享受しない者に対して課税する結果となることも生じ

得るものとして合理的ではないとの批判が存在しているところである(31)。 

また、現存する受益者が２以上である場合には、各受益者に必ずしも量的

に均等に分割されて帰属する訳ではなく、信託契約等の実態に応じて帰属す

るとされるため、具体的にどのような割合でどのように各受益者に帰属させ

るのかという基準は必ずしも明らかではない。特に本事例のように、受益者

が現存せずに将来に登場する場合などは、信託契約等にも分配の基準の根拠

を求めることは困難であると思われる(32)。 

信託は共有とは異なり、全ての信託財産を受益者が有しているわけではな

く、誰のものでもない財産を生み出すことができる仕組みだといわれる。こ

のため、共有の場合には常に共有者の全員で 100％の所有権を有しているが、

信託の場合には、複数の受益者のうちの１人が不存在となっても、その不存

在となった受益者の受益権が必ずしも他の残った受益者に帰属することにな

るわけではなく、他の誰にも帰属をしないこともあり得る。現在の信託に留

保された所得に対する課税関係は、相続税法を含め、このような信託の法律

関係と合致していないといえる(33)。 

                                                           
(31) 佐藤・前掲注(1) 31・32 頁。占部裕典「信託税制について」信託 245 号 107 頁（2011）。 
(32) 本事例の場合には、将来Ｆの孫に分配する収益として信託に留保される配当につ

いては、ＧとＨの配当の受益割合に応じて、Ｇに８分の５、Ｈに８分の３での割合で

帰属するものとして課税されると考えることが合理的であろう。ただし、ＧとＨへの

分配割合が、本事例のように割合で定められていない場合、例えば、病気にかかった

場合にその治療費分を信託収益から分配する場合などには、その確率を推定すること

も困難であるため、２分の１ずつ課税するという方式を採らざるを得ないか。 
(33) 佐藤英明「収益留保型信託等について－信託と税制シリーズ：第３回（全３回）
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２ 法人課税信託との関係 

法人課税信託の一類型として受益者等が存しない信託がある。この信託課

税の類型は、受益者等が存しない期間がある信託の所得に対して何とかして

課税をすることが目的であり、これを可能にするための技術的な手段を提供

することにあるとされている(34)。本事例において孫が出生するまでの間に G

に収益等が帰属するものとみなして課税しているのも同様の趣旨であるもの

と考えられるが、法人課税信託では、信託の受託者を納税義務者として法人

税が課税され、本事例では、現存する受益者を納税義務者として所得税が課

税されることとされており、その課税方式や税率に違いが生じていることを

どのように考えるべきかという問題が存在する。 

第３節 受益権に優先権と劣後権を設定した信託 

個人が委託者となる信託で、その受益権に優劣を設けるものとしては、例え

ば、受益者であるＨとＪが存在する場合に、Ｈには年間 100 万円の収益を分配

し、Ｊにはその残余の収益を分配するという信託や、受益者のうち、冠婚葬祭

があった者や疾病・怪我の治療費を支出した者に対して、その要した費用に相

当する金額の収益を分配するといった信託が考えられる。 

同様に、費用の分配に優劣を設ける信託も設定し得る。例えば、受益者Ｈが

信託費用の全てを負担することとし、受益者Ｊは分配される収益の額にかかわ

らず、信託費用は一切負担しないという信託が考えられる。この場合、信託に

おいて生じた損益の額と、各受益者に分配される損益の額は、収益の受益割合

に応じて比例的ではなくなる。 

また、法人が委託者となる信託で、その受益権に優劣を設けるものは、資産

の流動化のためのツールとして利用されている。例えば、銀行が保有する住宅

                                                                                                                             
－」租税研究 733 号 133 頁（2010）。 

(34) 佐藤英明「法人課税信託について－信託と税制シリーズ：第２回（全３回）－」

租税研究 732 号 138 頁（2010）。 
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ローン債権を信託銀行に信託し、その受益権を優先受益権と劣後受益権に分割

し、優先受益権を投資家に販売して資金調達を行っているものである。 

このような信託に係る収益に対しては、現行の受益者等課税信託の課税方式

によると、どのような課税となるであろうか。信託財産に帰せられる資産・負

債及び収益・費用は受益者に帰属することとされていることから、収益の分配

金に比例して費用も配分されると考えるべきであろうか。そのようにした場合

には、受益者相互間の収益の分配割合が毎年変動することとなるため、受益者

相互間の信託財産の持分（帰属）割合も毎年変動し、受益者同士で信託財産の

持分の贈与を毎年繰り返し行っているようになってしまう。逆に、受益者相互

間の信託財産の持分割合を固定すると、収益及び費用の配分もその割合で固定

すべきこととなる。 

次に、H が信託費用の全額を負担するとした場合には、J が確定申告をする

際に当該信託所得に係る費用はゼロとして計算することになるのであろうか。

この場合には、信託財産の帰属と信託財産に帰せられる所得の帰属とが不整合

となり、現行の受益者等課税信託の考え方の下では不合理な課税となるであろ

う。このため、J が負担すべき必要経費を H が負担したとして贈与課税の対象

ともなり得るのであろうか。 

いずれにしても、現行の受益者等課税信託の下での合理的な計算方法は、容

易には見出し難い(35)。 

                                                           
(35) 占部裕典教授は、「優先劣後の質的に異なる受益権が存するような信託、いわゆる

質的分割信託というようなものが存在した場合に、受益者等課税信託である場合に、

どのように課税をしていくのかという問題が、一つ悩ましい問題として出てくるだろ

うと思います。受益権に優先、劣後があるような場合について、受益者等課税信託等

の段階で、どのように利益というものを、あるいは収益というものを考えていって課

税するのかというところが必ずしも明確ではないという問題点等も抱えているとい

うところは、すでに明らかな点ではないかと思います。」とされる（占部・前掲注

(31)107 頁）。なお、山林茂生氏は、金銭債権の流動化スキームの下で利用される優

先劣後構造の信託受益権に対する課税方式について、税制改正を前提として、①各受

益権の内容に応じて有するものとみなされる金銭債権の算定方法を規定する案、②優

先受益権を有価証券として規定する案、③優先受益権の譲渡取引をオリジネーターと

投資家との金融取引として規定する案の３案を提言されている（山林茂生「質的に区

分された信託受益権に係る法人税法上の取扱いについて－金銭債権信託を例に－」税
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第４節 小括 

前述のように我が国の信託は信託銀行を受託者とする集団信託を中心に発展

をしてきたが、一方で、従来の一般的な我が国の民事信託の形態は、委託者が

自らを受益者として財産を受託者に委ねるという形式のものが多かった。こう

した形態の信託については、その経済的な実態としては、信託期間中において

も委託者兼受益者として信託に拠出した財産を引き続き有しているものと考え

ることが可能であった。このような経済的な実態を踏まえ、信託に係る受益者

等の課税関係については、原則として、資産・負債及び収益・費用の全てを受

益者等に帰属させるという権利関係の擬制を行うことにより処理してきた。こ

のような信託の委託者兼受益者が、その受益権を同質・等分に量的に分割して

譲渡する場合にも、同様の擬制に基づく課税関係の処理が行われてきた。また、

このような擬制に基づく課税関係の処理が不適切又は困難と認められるものに

ついては、集団投資信託、退職年金等信託、法人課税信託のように別の課税方

式を用意してきたところである。 

しかしながら、このような税制の枠組みは、近年の信託を巡る大きな状況の

変化に対しては対応ができていないと言わざるを得ない。特に証券化等の金融

技術の進展により、信託を資産の流動化のツールとして利用し資金調達に活用

する事例が増加しているほか(36)、その柔軟性を利用して、前述のような個人資

産の管理承継や高齢者等の社会的弱者の身上監護に活用するニーズも潜在的に

は存在すると考えられる(37)。このような目的で信託を利用する場合には、例え

                                                                                                                             
大論叢 86 号 175～183 頁 
（2016,http://www.nta.go.jp/about/organization/ntc/kenkyu/ronsou/86/02/01.pdf））。 

(36) 売掛債権や貸付債権等の金銭債権を信託し、受益権を投資家に売却することに

よって資金調達を行う債権流動化の一手法として利用されている。平成 29 年９月末

現在、流動型信託の受託のうち金銭債権の信託の受託残高は約 33 兆円であり、流動

化型信託全体の 46％を占めている（一般社団法人信託協会「信託の受託概況（平成

29 年９月末現在）」３頁）。 
(37) 後見制度支援信託（本人が金銭を信託銀行等に信託し、信託された金銭の中から

後見人が管理する預貯金口座に対して、本人の生活費用等の支出に充当するための定

期交付や、医療目的等の臨時支出に充当するための一時金の交付をするもの）の受託
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ばその信託の受益権を元本の分配を受ける権利と収益の分配を受ける権利に区

分するなど、質的に内容の異なる受益権に分割する方法（以下「質的分割」と

いう。）により行われることが通常であるものの、質的分割を行った信託では、

受益権の相対的な関係が信託期間を通じて変動することや、収益計算上の費用

項目が異なる受益者に帰属している場合が生じることなど、信託に係る資産・

負債等を、信託期間を通じて受益権の内容に整合的に帰属させることが困難と

の問題が生じる(38)。このように受益権と信託財産との関係が希薄となる信託に

ついては、経済的な実態や受益者の実感に合致する課税方法の枠組みを構築し

ていく必要があると考えられる。 

                                                                                                                             
状況は、平成 26 年３月末は 350 億円（1,048 件）に対し、平成 29 年９月は 5,902
億円（20,128 件）となっている（信託協会・前掲注(36)７頁）。遺言代用信託（委託

者が、自分の生存中は自分を受益者とし、死亡後は子や配偶者等を受益者とする信託）

の受託状況は、平成 29 年度上半期までの累計で 153,135 件となっている（信託協会・

前掲注(36)５頁）。 
(38) 喜多綾子「信託税制の法的構造の研究―信託の利用可能性の拡大と受託者課税方

式へ向けての総合的研究―」信託研究奨励金論集 37 号 43 頁（2016）。 
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第３章 信託元本及び収益の意義と収益 
及び費用の帰属 

本章では、受益権が質的に分割された信託に対する課税方式を検討する前提

として、まず、信託契約における元本・収益の意義とともに、その信託契約に

おける元本・収益の分配を受ける権利と信託財産との関係について確認する。

次に、現行の税法における所得の帰属に関する原則と信託に係る収益・費用の

帰属に関する考え方を確認した上で、受益権が元本・収益に関する権利に分割

された信託の減価償却費の帰属のあり方について検討を加える。 

第１節 信託契約における元本受益権と収益受益権の意義 

１ 信託法における元本受益権と収益受益権の意義 

新信託法では、複数の受益者が存在する場合の意思決定方法に多数決制度

が導入されるなど(39)、受益者が複数人存在する場合も想定して整備が行われ

ているところであり、そもそも受益権については、例えば、収益受益権と元

本受益権に分けて複数人に帰属させることができるように、一つの信託行為

に基づき複数の受益権を発生させ複数人に帰属させることが、その性質上、

許されないものではないと解されている(40)。 

しかしながら、信託法において、受益権の定義については規定されている

が、受益権を質的に分割して元本受益権及び収益受益権の区分を設けた場合

におけるこれらの受益権の意義については何ら規定されておらず、これらの

受益権が有する権利の内容は必ずしも明確ではない(41)。我が国の信託では、

                                                           
(39) 信託法２章３節。 
(40) 法務省民事局参事官室『信託法改正要綱試案 補足説明』126 頁（2005）。 
(41) 新井誠教授は、アメリカ等では、元本と収益に関して明文による細かな定義が置

かれ、両類型は実益のある重要な区分基準となっているが、我が国では明文上の区分

はなく、その内容も現状では、いくぶん曖昧なものといえる、とされる（新井・前掲

注(2)222 頁）。 
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これまでは元本と収益の受益者を同一人とする信託が中心に組成されてきて

おり、これらの権利内容について議論を行う実益が乏しかったという指摘も

ある(42)。 

２ 元本・収益受益権者の権利と信託財産との関係 

信託元本と収益は、基本的には、受益権に関する権利のうち、受益債権(43)

に関する事項であるとされる。実務上、商事信託では、受益権の内容と個々

の信託財産がリンクする必要はなく、信託元本・収益は、信託行為に定めが

ある以外は、個々の財産とはリンクしない。したがって、元本に係る受益者

と収益に係る受益者とを異にしていても、常に各々の受益者の財産を特定し

ておく必要はなく、その権利内容も個々の信託財産に着目して決定しておく

必要はない。実際に、運用を目的とする信託においては、「元本額」を設定し、

それを超えた部分を収益としており、要は、「いつ、誰に、何を、どれだけ、

どのように」給付することが明らかにされていればよいとされる(44)。 

個人が財産管理やその承継のために利用する民事信託では、信託契約にお

いて、信託財産と受益権とはリンクすることが多いと考えられるが、民事信

託の場合でも、例えば、金銭を信託して株式や公社債で運用するものを考え

ると、収益については、それが利子・配当なのかキャピタルゲインであるの

かは、信託契約上は必ずしも区別される必要はないものとも考えられる。し

かし、信託収益に課税する場面を考えると、その運用収益が一部信託に留保

され、一部が受益者に分配された場合や、収益の受益者が二以上存在する場

合には、その留保され、又は分配された収益が、利子・配当であるかキャピ

タルゲインであるかを判別するルールが必要であろう。 

                                                           
(42) 網野久宣「商事信託における信託元本・収益に関する一考察」信託法研究 23 号

76 頁（1998）。 
(43) 信託行為に基づいて受託者が受益者に対し負う債務であって信託財産に属する財

産の引渡しその他の信託財産に係る給付をすべきものに係る債権をいう（信託法２条

７項）。 
(44) 網野・前掲注(42)85・86 頁。 
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３ 信託元本及び収益の決定方法 

信託受益権を元本に係る受益権と収益に係る受益権に分けた場合には、何

を元本とし、何を収益としたかが問題となるが、信託法において信託元本及

び収益に関する制限が何ら規定されていない以上は、信託契約によって自由

にこれらの内容を定めることは可能である。信託元本及び収益は受益債権に

関するものであるため、受益者間の内部関係の問題として、信託法に特段の

規制が設けられていない限りは、当事者間で自由に決定することが可能とな

る。この場合、その信託元本・収益は給付される財産なのか、価値であるの

かも特段の制約はない。元本が特定の個々の財産である場合もあるし、金銭

等の価値を示す場合もあり得る(45)。 

また、「元本」や「収益」という用語は、本来性質の異なる様々な場面で使

用されているが、それぞれの場面において使用されている意味内容は異なっ

ており、これらの用語を同列に議論することは適当ではないとも指摘されて

いる(46)。 

４ 小括 

信託契約においては、信託法に特段の制限がない限り、受益権の内容を自

由に定めることが可能であり、信託法や信託実務においては、様々な内容の

受益権を設定することが可能である。その際に用いられる「元本」や「収益」

という内容は一律ではなく、その定義について信託法をはじめとする他の制

度に求めることはできない。 

                                                           
(45) 網野・前掲注(42)87 頁。 
(46) 元本・収益という用語は、第一に元本受益権者や収益受益権者の権利内容に関し

て使用され、第二に元本補填契約など、補填・保証を行う基準として使用され、第三

に税の分野において使用され、第四に会計の分野においても使用されているが、信託

法的な元本・収益受益権者の権利内容に関するものと、税・会計分野におけるものと

は必ずしも一致するとは限らず、同列に議論することは妥当でないとする（網野・前

掲注(42)77 頁）。税務における取扱いでは、相続税法基本通達９－13 において定義が

あり、収益受益権とは、信託に関する権利のうち信託財産の管理及び運用によって生

ずる利益を受ける権利をいうこととされ、元本受益権とは、信託に関する権利のうち

信託財産自体を受ける権利をいうこととされている。 
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元本受益権又は収益受益権を有する者が受ける収益に対して所得税を課税

する場合には、その者が享受する収益に係る所得金額を算出するために権利

の特定が必要であり、そのために必要な税法上のこれらの権利の概念を特定

する必要があると考える。上記３のとおり、元本・収益の概念はそれぞれの

場面で異なり一律ではないことから、受益権が質的に分割された信託の受益

者が受ける利益に対する課税方式を定めるにあたっては、受益者に対して課

税すべき所得金額の算出が可能となるよう、これらの受益権の定義を定めて

いく必要があるものと考えられる。その検討については、後述する。 

第２節 収益及び費用の帰属 

１ 実質所得者課税の原則 

課税要件としての納税義務者と課税物件（所得税の場合は、所得）との結

びつきを帰属という。これは、納税義務の成立のために必要とされる課税要

件の１つであり、課税要件としての帰属は課税要件の根幹であるといわれる

こともある(47)。 

所得税の納税義務は、所得の取得又は所得の稼得という事実によって帰属

の関係が形成されている(48)。包括的所得概念に基づく所得課税の世界では、

純資産の増加と消費の合計が公正市場価値で測定されて課税の対象となるた

め、その人の資産の増加額と消費額が把握できれば、課税ベースは決定され

る。つまり、所得概念そのものが人的要素を含んでおり、帰属概念を納税義

務者や課税物件などと並ぶ課税要件とする必要はないとも考えられる(49)。ま

た、一般に課税対象となる所得が発生するのは、その所得を取得することに

ついて法律的な根拠があるためであり、財産権を有する者がその財産権に基

づいて経済的利益を取得することとなるのが通常と考えられる。 
                                                           
(47) 谷口勢津夫「所得の帰属」金子宏編『租税法の基本問題』179 頁（有斐閣、2007）。 
(48) 谷口勢津夫『税法基本講義〔第５版〕』246 頁（弘文堂、2016）。 
(49) 岡村忠生「多様な信託利用のための税制の提言」信託研究奨励金論集 31 号 81・

82 頁（2010）。 
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しかし、実際には所得が誰に帰属するか問題となることは少なくなく、例

えば次のようなケースでは、法律上の帰属者と実質上の所得の帰属者とが異

なる場合がある(50)。 

① 移転登記手続が未済の土地、建物の譲受人が、その土地、建物から生ず

る収益を取得している場合 

② 仮装売買の売主がその売却したことを仮装した財産から生ずる収益を取

得している場合 

③ 他人名義で事業を行っている者がその事業から生ずる収益を取得してい

る場合 

このような資産の名義人と収益を享受している者が異なる場合におけるそ

の所得の帰属を明らかにする観点から、所得税法 12 条は、「資産又は事業か

ら生ずる収益の法律上帰属するとみられる者が単なる名義人であって、その

収益を享受せず、その者以外の者がその収益を享受する場合には、その収益

は、これを享受する者に帰属するものとして、この法律の規定を適用する」

と定めている。この規定は実質所得者課税の原則と呼ばれているが、一般に

税法上のより広義の原則である実質主義の一側面である所得の帰属に関する

実質主義を定めたものであるとされている。税法上の実質主義とは、租税法

の解釈適用等に当たっては、その形式的要件事実だけでなく、その経済的実

質に従うべきであるという考え方である(51)。 

この規定の意義については、２つの考え方が存在する。１つは、法律的帰

属説と呼ばれる見解であり、私法上収益を享受する権利を基準にし、かつ、

その権利の享有主体につき形式・外観と実質・実体とが食い違う場合には後

者を基準として、所得の帰属を判定する考え方である(52)。もう一方は経済的

帰属説と呼ばれる見解であり、経済的に収益を享受する事実を基準にして、

                                                           
(50) 武田昌輔監修『DHC コンメンタール所得税法２』1103 頁（第一法規、加除式）。 
(51) 武田・前掲注(50)1101 頁。植松・前掲注(24)152 頁では、所得税法 12 条の内容は、

一般に税法に内在する条理であって、同条は単にその宣言的規定にすぎないと説かれ

ているとする。 
(52) 谷口・前掲注(48)248 頁。 
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所得の帰属を判定するという考え方である。学説においては法律的帰属説が

通説的地位を占めており、その理由としては、経済的帰属説を採ると、所得

の分割や移転を認めることになりやすいこと、法律的帰属を離れて課税する

ことを認めるのは法的安定性の維持の観点から好ましくないこと、税務行政

の見地からは経済的帰属を判定することは容易ではないことといったものが

あげられる(53)。 

２ 信託に係る収益・費用の帰属に関する規定 

信託に係る収益・費用の帰属については、所得税法 13 条１項本文におい

て実質所得者課税の例外が設けられている。信託を設定すると、信託財産の

所有権は受託者に移転し、その受託者は信託財産の管理・処分に対して正当

な権限を保有することとなるが、受託者は信託財産から生ずる収益を実質的

に享受することはできず、その収益は受益権を有する者に分配されることと

なる。この権利関係に基づいて法律的帰属説を適用すると、信託財産から生

じた収益は一旦受託者に対して課税された上で受益者に分配されることとな

り、実際に受益者に分配された時の課税と重複することとなる。これを避け

るために、信託収益については受益者に帰属することとされている(54)。 

この所得税法 13 条１項本文の性格としては、同法 12 条の法律的帰属説の

例外として、信託についてのみ経済的帰属説を採用しているものと捉える見

解(55)と、信託法において受益者は受益権を有する者であるとされているため、

受益権という信託法上の権利が帰属に係る実質的な根拠である以上は、経済

                                                           
(53) 金子宏教授は、裁判例の大勢も法律的帰属説の立場をとっているが、最高裁判所

の立場では必ずしも明らかではないとされる（金子宏「所得の人的帰属について―実

質所得者課税の原則―」『租税法理論の形成と解明 上巻』526 頁（有斐閣、2010）。 
(54) 佐藤英明『信託と課税』147・148 頁（弘文堂、2000）。平成 19 年度改正前の所

得税法 13 条１項本文の規定を前提としてではあるが、佐藤教授は、同条による信託

収益課税に関する最も基礎的な政策決定は、信託収益への二重課税を排除することに

あるとされる。 
(55) 金子宏『租税法〔第 22 版〕』176 頁（弘文堂、2017）。佐藤・前掲注(54)147・148

頁。 
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的帰属説を採用したものではなく、信託にかかる特殊な法律的帰属説（受益

権・収益発生時基準説）を定めたものと解すべきという見解(56)がある。 

所得税法 13条４項の委任を受けて規定されている所得税法施行令 52条４

項では、受益者が二以上ある場合には、信託財産に係る資産・負債及び収益・

費用の全てがそれぞれの受益者が有する権利の内容に応じて帰属するものと

されている。信託財産に帰せられる収益の全てを受益者に分配せずに一部を

信託に留保する信託契約を締結することも可能であるが、この政令の規定に

従うと、一部の受益者にその信託から生ずる全ての収益等が帰属するものと

して課税が行われることとされている（所基通 13－１）。一部の受益権しか

有しない者に対して全ての収益等が帰属することは、法律的帰属説及び経済

的帰属説のいずれによっても説明することは困難であると考えられ、所得課

税は、稼得した所得に担税力を見出して課税する租税であるところ、法律上

の権原も保有せず、経済的利益も享受していない者に収益を帰属したものと

して課税することは、実質所得者課税やその特則である所得税法 13 条１項

本文の考え方とは整合しない。 

３ 収益及び費用の帰属時期 

所得税は暦年ごとに課税することとされているため、収入金額と必要経費

がどの年分に帰属するのかを判定する必要が生ずる。収入金額の帰属につい

て、所得税法 36 条１項は、「その年分の各種所得の金額の計算上収入金額と

すべき金額又は総収入金額に算入すべき金額は、別段の定めがあるものを除

き、その年において収入すべき金額とする」と定めている。本条では「収入

する金額」ではなく「収入すべき金額」という文言を用いていることから、

いわゆる発生主義を採用しているものとされるが、その発生主義の中でも権

利確定主義によるものと解されている。すなわち、この「収入すべき金額」

とは、実現した所得のみを課税の対象とし、実際の収入がなくとも収入すべ

                                                           
(56) 谷口・前掲注(48)249 頁。 
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き権利の確定した金額のことを指すものであるとされる(57)。 

この所得の実現は、所得の人的帰属の確定を、所得がどの年分に帰属する

かという側面から表現したものであるともいえる。所得の人的帰属は所得の

享受によって判定されるが、それは所得の処分可能性を確実に自分のものに

したかどうかによって判定され得る(58)。このような処分可能性に係る権利の

確定は、通常の経済取引が私法に則って行われることを踏まえれば、例外的

に管理支配基準が妥当する場合を除いて、所有権の移転を基準として判断さ

れるべきこととなる(59)。 

他方、信託財産に帰せられる収益については、信託財産の実質的な帰属と

所有権の所在が乖離していて、この考え方は必ずしも妥当しない。信託の設

定により信託財産の所有権は委託者から受託者に移転するが、その信託財産

の運用等により生ずる収益は、最終的には受益者に分配されることとなる。

所得税法 13 条１項本文では、このような権利関係を前提に、原則として信

託に係る資産・負債及び収益・費用が受益者に帰属すると規定している(60)。

信託契約には様々なものがあり得るため、その収益が発生した日の属する年

分に受益者に対し分配されるとは限らない。このため、実際に受益者に収益

が分配されるかどうかにかかわらず、その信託財産に帰せられる収益はその

発生した日の属する年分の所得として課税されることとなる。このように所

得税法 13 条１項本文は、信託財産に帰せられる収益の課税するタイミング

も定め、その発生した年に課税することにより実際の分配時まで課税が繰り

延べられることを防止している(61)。 

                                                           
(57) 金子・前掲注(55)294 頁。 
(58) 谷口・前掲注(48)342 頁。 
(59) 金子・前掲注(55)294 頁。 
(60) 渕圭吾教授は、所有権を資産の帰属としながら、その所有権が単に「預かること」

を意味している場合には、資産の帰属との乖離が見られるため、所有権ではなく自主

占有が基準であると考えることによって、信託の場合の特則が所得課税の原則に忠実

であることがはっきりするとされる（渕圭吾「所得課税における年度帰属の問題」金

子宏編『租税法の基本問題』213・214 頁（有斐閣、2007））。 
(61) 佐藤・前掲注(54)148・149 頁。 
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ただし、集団投資信託や退職年金信託などについては、上記の帰属の考え

方は適用されない。これらの信託では、受益者が不特定多数の個人や法人が

存在し、集団投資信託の受益権は自由に売買することが可能であるため、発

生段階で受益者ごとに収益を帰属させることが困難である等の事情を考慮し

てのものとされる(62)。 

４ 実質所得者課税の原則と費用収益対応の原則との関係を踏まえた質的分割

信託における減価償却費の取扱いについての考察 

費用収益対応の原則とは、継続的事業の所得を正確に算出するために、必

要経費は、それが生み出すことに役立った収入と対応させ、その収入から控

除しなければならないとするものである(63)。この場合の必要経費には、租税

公課、修繕費、借入金利子、減価償却費等の種々の費目が含まれる。 

実質所得者課税の原則を定める所得税法 12 条は「収益」という言葉しか

使用していないが、同様の内容を定める法人税法 11 条について、高松高裁

平成 16 年 12 月７日判決は、「法人税法 11 条は、収益のみ規定しているが、

損失・費用の帰属についても同条の適用があるのは明らかというべきである

から、同条は収益と損失・費用の差額であるところの所得の帰属について定

めたものと解される」としている(64)。つまり、収益の帰属が定まればその収

益に係る費用は当然に対応させて計上すべきものと考えられるため、収益の

人的帰属が定まれば、その収益に対応する費用を計上すべき者も必然的に定

まると解することができる(65)。信託に係る収益・費用の帰属を定める所得税

法 13 条１項本文では、前述のとおり、収益及び費用の双方について受益者

に帰属する旨を定めており、信託に係る所得を計算する場合にも、これらの

                                                           
(62) 佐藤・前掲注(54)124 頁。 
(63) 金子・前掲注(55)299・300 頁。 
(64) 高松高裁平成 16 年 12 月７日訴月 52 巻２号 667 頁。 
(65) 谷口勢津夫教授は、「人的帰属と年度帰属とで課税要件としての帰属の完結的内容

が規定されると考えると、費用収益対応の原則は所得の人的帰属の場面でも妥当する

と考えることができよう」とし、費用も収益を享受する者に帰属することを当然の前

提としていると解されるとされる（谷口・前掲注(47)197・198 頁）。 
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収益と費用の対応及び人的帰属に関する考え方が妥当するものと考えるべき

であろう。 

このような実質所得者課税の原則及びその信託に係る収益・費用の帰属の

特則と、費用収益対応の原則の考え方を前提として、受益権が質的に分割さ

れた信託に係る減価償却費と収益との対応関係について考えてみたい。例と

して、集合住宅のような収益用不動産を信託財産として信託期間 10 年間の

信託を設定し、その信託受益権を収益受益権と元本受益権（残余財産受益権）

とに分けて設定した場合を考える。減価償却は、費用収益対応の原則に則っ

て、資産の取得費をその取得の年度に一括して必要経費として計上するので

はなく、使用又は時間の経過による減価に応じて徐々に費用化するという考

え方から採られているものであること(66)、また、収益受益権を有する者は家

賃収入の帰属すべき者であり、その費用である減価償却費は、費用収益対応

の原則の考え方により、収益受益権を有する者に帰属すべきものであること

を踏まえると、その収益受益権を有する者がその受益権に基づき集合住宅の

家賃を収入すべき時には、不動産所得の金額の計算上減価償却費は当然に計

上することができると考えるべきである(67)。しかしながら、収益受益権を有

する者は集合住宅を取得してはいないため、所得税法 49 条の規定に基づき

計算する集合住宅の減価償却費の計算の基礎となる減価償却資産の取得価額

はないこととなる。この減価償却費相当額は、他の必要経費とは異なり、

キャッシュフローを伴わないものであるため、その分の金銭が受託者の手元

に残ることとなるが、その減価償却費を計上することが出来ない者がその受

                                                           
(66) 金子・前掲注(55)359 頁。 
(67) 岡正晶弁護士は、賃貸用マンションを信託財産とする信託において、そのマンショ

ンに係るローン元金の支払及び大規模修繕費は、収益受益権者の不動産所得の必要経

費とも考えられるし、元本受益権者（帰属権利者）の不動産所得の収入金額とも考え

られるため、信託行為においてどちらの構成を採るか明記すべきとされる。その上で、

ローン金利、固定資産税等は収益受益権者及び元本受益権者のどちらの必要経費にも

なり得る一方で、減価償却費については、元本受益権者の必要経費にすべきとの議論

もあり得るが、家賃収入の必要経費にすることが認められているのだから、収益受益

権者に係る不動産所得の必要経費とすることで相当であるとされる（岡正晶「いわゆ

る後継ぎ遺贈型の信託と課税関係」税務事例研究 94 号 74・75 頁（2006））。 
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託者の手元に残る金銭の分配を受けることはできない。受託者から減価償却

費相当額の金銭の分配を受けることができる者は、信託元本の払戻しを受け

る権利のような収益受益権とは別の何らかの権利を有するものと考えるべき

であろう。したがって、単に収益受益権のみを有する者が受益すべき収益の

額は、所得税法上は、家賃収入から集合住宅の減価償却費相当額を除いた金

額に相当する金額であると考えるべきである(68)。このように考えることによ

り、実質的に収益受益権に基づく収益の額から減価償却費相当額を控除する

ことができる。 

なお、信託契約において、減価償却費相当額を含めた家賃収入の全額を収

益受益権者に交付することとされている場合には、その減価償却費相当額の

家賃収入は、これに見合う適正な対価の支払がある場合を除き、贈与により

取得したものと観念すべきであると考える。この場合の贈与者は誰になるの

であろうか。元本受益権は 10 年間の信託期間終了後に信託財産を取得する

ことができる権利であり、信託期間中は信託財産を保有していない。信託期

間中の集合住宅の所有権は受託者が有しているものの、所得税法 13 条１項

本文及び同法施行令 52 条４項の規定により、受益者が有しているものとみ

なされていることを踏まえると、現行制度の下では、委託者から収益受益権

者への贈与として課税することが適当であろう。 

                                                           
(68) 他に、金銭支出を伴う必要経費があれば、実際に分配を受ける収益はその必要経

費を控除した後の金額となろう。 
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第４章 信託収益に対する新たな課税方式の検討 

新信託法における信託の多様化・柔軟化の現状を踏まえると、質的分割がさ

れた信託（質的分割信託）や収益が信託に留保される信託（収益留保信託）に

対する課税法式としては、信託の原則に立ち返って、受託者が信託において果

たす役割を重視し、受託者が信託財産を所有するとの私法上の法律関係を前提

にする方式により課税することが検討されるべきであると考える。これは、従

来の受益者等課税信託による信託財産に係る資産・負債及び収益・費用が受益

者に帰属するという考え方を修正し、これらを私法上の関係とその経済的な実

態も踏まえて受託者に帰属させ、受益者には、収益及び費用の総額ではなく、

信託段階で受託者により計算された所得金額が受益者に配賦され、帰属するこ

ととするものである。本章では、この新たな信託収益に対する課税方式につい

て、立法することを念頭においた具体的な制度設計について検討したい。 

第１節 基本的な考え方 

新たな課税方式が、質的分割信託や収益留保信託（以下「質的分割等信託」

と総称する。）においては資産・負債及び収益・費用について信託期間を通じて

受益権の内容に整合的に帰属させることが極めて困難であるとの問題に対応す

るものであることにかんがみると、質的分割等信託の信託財産に属する資産・

負債及び収益・費用は、受託者に帰属するものとする必要がある。その上で、

信託の受益者は、信託財産ではなく、信託財産に係る収益又は元本を受ける受

益権を有するものとして課税関係を構築する必要があろう。 

新たな信託の類型を創設する上で考慮すべき重要な論点は、信託を利用する

ことによって受益者の税負担が大きく軽減されることがなく、また、大きな追

加的な税負担を負うこともないという中立的な位置付けを保つことである。当

然、信託が租税回避の具になることも避けるべきであるし、逆に、しばしば指

摘されているように、受益する経済的な利益に比して過重な負担感を負うよう
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な制度になることも望ましくない。加えて、税制が複雑化し、そのために受託

者に大きな事務負担を負わせることによって、それが信託報酬の引き上げにつ

ながり、信託の利用を妨げることのないようにすることも考慮すべき点である

といえよう(69)。 

第２節 課税方式別の信託の類型 

本節では、現行制度において設けられている受益者等課税信託以外の信託の

類型についてその内容を概観するとともに、質的分割等信託について新たな税

法上の信託のカテゴリーとして設ける必要性等について検討する。 

１ 現行制度における信託課税の類型 

現行制度における受益者等課税信託以外の信託の類型としては、集団投資

信託、退職年金等信託及び法人課税信託が存在する。 

（１）集団投資信託 

集団投資信託は、合同運用信託、投資信託（証券投資信託及び公募国内

投資信託に限る。）、外国投資信託及び特定受益証券発行信託をあわせた概

念である。集団投資信託は、その受益権が細分化されて受益者が有するこ

ととなり、その収益の分配はその計算期間の各期末において受益権を有す

る者に対して行われること、また、その受益権は有価証券として転々流通

するものであることを踏まえ、その課税に当たっては、その信託から収益

の分配を受けたときにその収益の分配を基準として、受益者に対して課税

をすることとされているものである(70)。 

（２）退職年金等信託 

退職年金等信託は、各種企業年金制度に係る契約、勤労者財産形成給付

契約又は国民年金基金等の公的年金制度の積立ての業務等に係る信託の契

                                                           
(69) 佐藤・前掲注(54)158・159 頁。 
(70) 武田・前掲注(51)1138 頁。 
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約に係る信託をいう。この退職年金等信託については、その信託に係る年

金制度に基づいて受給者が年金等を受け取ることを踏まえ、その年金を受

給する段階でその受給者に所得税を課税することとされているものであ

る(71)。 

（３）法人課税信託 

法人課税信託は、①受益証券発行信託、②受益者等が存しない信託、③

法人が委託者となる信託のうち、重要な事業の信託で受益権の過半を委託

者の株主に交付するもの、長期（信託期間 20 年超）の自己信託等、損益

分配の操作が可能である自己信託等、④投資信託（証券投資信託及び公募

国内投資信託を除く。）及び⑤特定目的信託をいう。これらの法人課税信託

のうち、②以外のものは受益者のみが課税されることによって法人税が欠

落することに対処する目的により法人税を課税するものである。②につい

ては、その信託に受益者が存在しないため、その受益者が不存在の期間に

信託において生じた所得に対して課税する際の技術的代替課税として法人

課税を利用しているものであるといえる(72)。 

２ 受益者等課税信託との区分の必要性 

このように現行制度においても、受益者等課税信託の考え方によると合理

的又は適正な課税を行うことができないと認められる信託については、その

経済的な実態に見合うよう、税制上、別のカテゴリーを設けて課税方式を構

築している。第２章で見たとおり、質的分割信託や収益留保信託は、資産・

負債及び収益・費用が受益者に帰属するという受益者等課税信託の考え方を

当てはめようとすることが、却って課税関係を複雑化させ、適正な課税を困

難にしているといえる。 

従来の受益者等課税信託との比較における質的分割信託や収益留保信託の

特徴としては、まず質的分割信託は、収益受益権や元本受益権のように、同

                                                           
(71) 武田・前掲注(51)1139 頁。 
(72) 佐藤・前掲注(34)138 頁。 
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一の信託契約の中に複数の内容を有する受益権が存在していることがあげら

れ、それぞれ内容の異なる受益権が、複数の者によって所有される。また、

収益留保信託では、信託は誰の所有でもない財産を作り出す手段といわれる

ことがあるが、収益の一部を現存する受益者に分配し、一部を将来出現する

受益者に分配するような場合はこの典型例であり、このため、現存する受益

者の全てが、租税との関係でその受益者に信託財産を構成する個々の財産が

帰属するといえるほどの直接的な関係を信託の存続期間中保持しているとは

限らない点にある(73)。 

このような信託と受益者・受託者との権利関係の多様性・複雑性は、信託

の構成員に発生する所得の算定を困難にし、又は不可能にしているといえ、

このような多様性・複雑性は、所得の帰属だけではなく、減価償却費の算定

の基礎となる資産との関係にも影響を及ぼしている。本来、帰属という法的

概念が用いられるのは、このようなエンティティと構成員との権利関係の多

様性、人と資産との関係の複雑性に由来する所得測定の困難や不可能を、一

種の便宜的な割り切りによって簡略化し、解決するためと考えることができ

るとされているが(74)、質的分割等信託はこのような「便宜的な割り切り」が

機能していないといえるため、他の割り切り方（帰属の考え方）が検討され

るべきであると考える。現行の信託税制が受益者等課税信託を基本としつつ、

その考え方に従うと便宜的な割り切りが機能しない信託については、集団投

資信託、退職年金等信託、法人課税信託といった別のカテゴリーを設けてい

る。質的分割等信託は、所得・資産と受益者・受託者等の信託の関係者とが

複雑化していることを踏まえると、その信託に係る財産は特定の一の者に帰

属しているものとして課税関係を整理することが簡便かつ実態に即したもの

になるであろう。 

                                                           
(73) 渕圭吾「税法との関係における信託財産を構成する個々の財産の人的帰属」信託

研究奨励金論集 38 号 83・84 頁（2017）。 
(74) 岡村・前掲注(49)82 頁。 
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３ 税制上の新たな信託の区分の創設 

前述のとおり、従来の受益者等課税信託は、委託者が自らを受益者として

受託者に財産を委ねる形式の信託を念頭において形成されてきたといえる。

他方、質的分割信託は、その受益権の質的な分割の方法として、収益受益権

と元本受益権に区分する方法や、優先劣後構造にする方法など、信託制度の

柔軟性を利用した多様な方式が考えられる。このため、税制上の新たな信託

の区分の設定を検討するにあたっては、従来の典型的な受益者等課税信託に

該当する信託の要件を定めることによって、いわゆるパススルー課税の対象

となる信託の範囲を規律し、それ以外の信託を新たな課税方式の対象となる

信託として区分することが合理的であると考えられる。 

この従来の典型的な受益者等課税信託の要件としては、どのようなものを

定める必要があるであろうか。まず、質的分割信託は、元本受益権と収益受

益権とに分割する場合には、これらの受益権を有する者が受ける収益が、毎

年の元本の時価の変動や収益の発生状況によって信託設定時とは変化するた

め、これらの受益者の信託財産の総額に占める受益割合は絶えず変動するで

あろう。優先劣後構造を持つ受益権を発行する信託については、信託財産に

帰せられる収益の総額が毎年変動するような場合には、優先受益権の受益者

と劣後受益権の受益者との間の相対的な受益割合が毎年変動し、これに応じ

てこれらの受益者間の信託財産に対する持分も変動することとなる(75)。 

つまり、質的分割信託の受益権は、それぞれの受益権の内容が異なってお

り、信託財産に対する権利の割合が一定ではないことがその特徴としてあげ

られる。したがって、従来の受益者等課税信託の受益権については、全ての

受益権の権利の内容が信託財産に係る全ての権利の一定割合に相当するもの

とされていることが必要とされる。また、信託契約は信託期間の途中におい

ても変更することが可能であることから、信託期間を通じて、この要件を満

たしている必要がある。 

                                                           
(75) 受益者相互間で信託財産の総額に占める相対的な割合が変動すると、これらの受

益者間で信託財産の持分の贈与が行われているとも捉えられることになる。 
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次に、受益権が質的に分割されていない信託であっても、受益者に分配さ

れずに信託に留保された収益に対する課税方法は、前述のとおり、現行の受

益者等課税信託において合理的に取り扱うことが困難となっている点である。

この留保収益は、受益者が現存しているものの受託者が単に収益を受益者に

分配せずに信託に留保する場合にも生じ得るし、裁量信託のように、受託者

に裁量権を認めて委託者が選定した受益者の中から現実に受益する受益者を

受託者が選定し、信託に留保された収益の分配を決定する場合などにも生じ

る(76)。また、信託契約において、将来出生する孫に受益権を付与することに

なっている場合のように、現存しない受益者に収益を分配することとなって

いるケースや、兄弟のうち前年の年収の低い方に対してその低かった分を補

填するために信託収益から一定割合の金銭を与えるといった場合のように、

その収益の分配金額や分配割合が将来に決定することとされているケースも、

受益者等課税信託による収益発生時の課税が困難となっている。このため、

２つ目の要件として、信託財産に帰属する収益が全て現存する受益者に分配

することとされていることが必要となろう(77)。この要件についても、１つ目

の要件と同様に、信託期間を通じて満たしている必要がある。 

以上をまとめると、従来の受益者等課税信託に該当する信託のうち、次に

掲げる要件が信託契約において明確にされ、かつ確定的になっているものを

「量的分割信託」として従来のいわゆるパススルー課税の対象とし、この量

的分割信託に該当しない信託を「受託者計算信託」として、信託財産に帰せ

                                                           
(76) 受託者裁量機能は、信託が有する機能の１つである。英米では、受託者に完全な

裁量権を与える裁量信託が一般的であり、具体例としては、受益者が現実に受益する

時点での経済的な困窮度に応じて受益者を指定したり、委託者の介護に最も献身的で

あった者を受益者に選定したりする裁量権を付与するようなケースである。このよう

な裁量権を受託者に付与しておけば、委託者は信託設定時点では受益者を特定してお

く必要はなく、事情の変化に応じた柔軟な受益者の選定が可能となる（新井・前掲注

(2)94・95 頁）。 
(77) この２つ目の要件のうち、「現存する受益者に分配することとされていること」と

いう点については、実際に分配が行われることまでを求めずに、現存する受益者に帰

属することを要件とすることも考えられる。この点については、第７節において受益

者に分配されずに信託に留保された所得に対する課税方法を検討する際に考察した

い。 
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られる収益・費用及び資産・負債が受託者に帰属するものとする新たな方式

の下で課税することを検討する。 

① 信託期間を通じて、全ての受益権の権利の内容が信託財産に係る全ての

権利の一定割合に相当するものとされていること。 

② 信託期間を通じて、信託財産に帰属する収益及び費用が、全て現存する

受益者に分配することとされていること。 

なお、量的分割信託に該当するためには、信託期間を通じて、上記①及び

②の要件を満たす必要があるため、信託設定時には質的分割信託であったも

のがその信託期間の途中でこれらの要件を満たすことになっても、その満た

すこととなった日以後も量的分割信託にはならない。逆に、信託設定時に量

的分割信託に該当していたものが、信託期間の途中でこれらの要件を満たさ

なくなった場合には、その満たさなくなった日以後は質的分割信託として取

扱うこととすべきであろう。 

第３節 質的分割信託の受益権 

前章第１節でみたとおり、信託法においては、受益権についての収益及び元

本の意味内容は定められていないことから、質的分割信託に対する課税方式を

検討するにあたっては、まずは所得税法において元本に係る受益権と収益に係

る受益権の内容を定めることが必要となる。このため、本節ではその質的分割

信託の受益権の意義について検討を行う。 

１ 信託受益権により帰属する収益・資産等の範囲 

所得税の課税関係を考えるに当たっては、まずは信託財産の運用や処分に

よって生じた所得が誰に帰属し、その所得をどのような方式で課税するのか

が重要となる。わかりやすくするために、単純な事例を設定して検討する。

委託者Ａは、収益用不動産である集合住宅をＢ信託銀行に信託した。信託期

間は妻甲の死亡までの期間とし、信託期間中に生じる家賃収入から必要経費
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を控除した残額を妻甲に分配し、信託終了後にはその集合住宅を子乙に与え

る信託契約を設定した。 

信託期間中に発生する家賃収入は不動産所得として課税されることとなる

が、その不動産所得の金額の計算にあたっては、家賃収入を総収入金額に算

入し、集合住宅の減価償却費、借入金利子、租税公課、修繕費等を必要経費

として控除することとなる。信託収益に対する新たな課税方式では、この不

動産所得の金額の計算を受託者が行うことになるが、受託者が計算した不動

産所得の金額と、信託契約の定めにより甲に交付される金銭の額は一致しな

い。なぜなら、上にあげた必要経費のうち、減価償却費については不動産所

得の金額の計算上は必要経費として控除されることとなるが、実際のキャッ

シュフローでは受託者の手元に金銭が残るためである。 

この減価償却費相当分の金銭については、家賃収入の一部であると考えれ

ば収益に該当すると見ることも可能であるし、減価償却費は信託財産の取得

価額の一部をその使用又は時間の経過に応じて徐々に費用化しているもので

あると考えれば元本の一部と見ることも可能であるが、既に述べたとおり、

信託における元本・収益の意義は多義的であることから、このような信託に

係る所得税の課税方法を定める場合には、所得税法においてその意義を定め

ることが必要となる。しかるに、所得税の課税標準を算定する上で必要なも

のは実際に受益者に交付される金銭等の額ではなく各種の所得区分につき所

得税法の定めるところに従って計算した各種所得の金額であるため、そのよ

うな観点からは、所得税法における収益受益権とは、信託財産から生ずる各

種所得の金額の配賦を受ける権利をいうこととするのが合理的であると考え

る。したがって、本事例の場合には、収益受益権者に対しては、現行の受益

者等課税信託のように、信託財産に帰せられる収入と費用が帰属するのでは

なく、受託者段階で計算されたネットの不動産所得の金額が配賦されるもの

として課税関係を律するべきである。 

このように収益受益権を定義した場合には、受託者Ｂから甲に分配される

減価償却費相当額の金銭に係る受益があった場合の課税関係について整理す
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ることが必要となる。本事例では、信託期間中の不動産所得の金額は収益受

益権者（妻甲）に配賦され、信託期間終了後の残余財産は元本受益権者（子

乙）に分配されるため、信託財産の帰属が明らかでないのは、信託期間中の

減価償却費相当額の金銭に係る権利となる。この金銭についても、所得税法

上は何らかの信託受益権に基づいて給付を受けるものと考え、この権利を定

義することにより、その受益に対する課税関係を明らかにすることが必要に

なるものと考えられる。つまり、所得税法上は、甲はこの減価償却費相当分

の金銭の給付を受ける権利（以下「元本償却受益権」という。）を有し、当該

元本償却受益権に基づいて受託者Ｂから金銭の交付を受けるものと観念すべ

きである。減価償却費は、他の必要経費とは異なり、毎期に金銭の支出を伴

わないため、その額に相当する金銭が受託者の手元に分配可能な利益として

残るが、その分配による受益には、信託に帰属する所得の配賦とは別の課税

が必要となる。この点、減価償却費は、資産の取得費を使用又は時間の経過

による減価に応じて徐々に費用化するという考え方から採られているもので

あること等を考慮すると、受託者から減価償却費相当額の金銭の分配を受け

ることができる者は、信託財産の価値の払戻しとして減価償却費に相当する

金銭の分配を受ける権利を有するものと考えるべきであろう(78)。収益受益権

と同様に、元本償却受益権が適正な対価を負担せずに与えられている場合に

は、贈与税の課税対象とすべきである。 

他方、信託期間中に賃貸用建物に対して資本的支出に該当する修繕費を支

出した場合には、その修繕費の一部が減価償却資産の取得価額に加算され

る(79)。この場合には、実際に支出した修繕費の一部が資本的支出としてその

支出があった日の属する年分の不動産所得の金額の計算上必要経費に算入さ

れないこととなるため、その支出のあった日の属する年は、その年分の不動

産所得の金額に比して、信託財産に残る分配可能な金銭の額の方が少なくな

                                                           
(78) このような考え方からは、繰延資産の償却費がある場合にも同様の権利を設定す

ることが可能であろう。 
(79) 取得価額に加算せずに、新たな減価償却資産を取得したものとすることも可能（所

令 127 条１項）。 
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る。この場合には、その不動産所得の金額はそのまま甲に分配されることと

し、同時に、甲がその支出のあった日の翌年以降にその資本的支出とされた

金額に相当する額の元本償却受益権を得たものとすることで整理ができるで

あろう。なお、この場合における元本償却受益権の取得は、課税済所得の反

映としてのものであるため、適正な対価を支払って取得したものと考え、そ

の後の金銭等の受領の際には贈与課税は行われないこととすべきである。 

２ 元本償却受益権相当額の金銭を分配しない場合 

信託契約の内容によっては減価償却費相当額の金銭を受益者に分配せずに、

信託に留保することも考えられる。元本償却受益権に基づく分配が信託に留

保されていても、信託財産に帰属する不動産所得の金額が収益受益権者に分

配されて課税済みであれば、課税繰延べの問題は生じない。留保されていた

元本償却受益権相当額の金銭は、信託期間の終了時までには、信託契約の定

めに従って、受益者の誰かに分配されることとなると思われるが、その分配

される金銭は、いわば出資の払戻しと同様に、信託元本額の払い出しであり、

課税関係は生じないものと考えられる。ただし、前述のとおり、その分配を

受ける受益者が、その分配を受ける金銭の額に相当する元本償却受益権を適

正な対価を支払って取得していない場合には、その取得した者に対して贈与

税が課税されるべきものと考える。この場合の贈与税の課税方法については、

次節で検討する。 

３ 信託契約に収益受益権と元本償却受益権の区分の定めがない場合 

収益受益権と元本償却受益権は所得税法上において定義するものであるが、

実際に受託者から分配された金銭がこれらの権利のうちいずれの権利に基づ

くものあるかを課税上判定する必要が生ずる。この点については、基本的に

は信託契約の定めにより判定することになると考えられるが、信託契約にお

いてこれらの区分の定めがない場合には、過度に複雑な制度とならないよう

に配意し、信託は受益者のために設定されるものであるため信託留保所得と
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して受託者が納税義務を負う所得金額をなるべく生じさせないようにする観

点からは、信託からの分配は、収益受益権に基づく分配が優先して行われ、

元本償却受益権に基づく分配は劣後することが適当であると思われる。また、

収益受益権を有する者が二以上存在する場合において収益受益権及び元本償

却受益権の区分がされていないときは、信託契約に別段の定めがない限り、

恣意的な分配を防止する観点から、信託からの分配は、それぞれの受益者に

対して収益受益権に基づく分配と元本償却受益権に基づく分配が比例的に行

われたものとして課税すべきであると考える。 

なお、信託期間中に賃貸用建物のような減価償却資産を譲渡し、その譲渡

対価を受益者に分配する場合には、その譲渡対価に係る所得は信託財産に係

る譲渡所得の金額の配賦となるため、基本的には、収益受益権に基づき配賦

を受けるものと観念すべきであろう。ただし、信託期間の残りの期間に対応

する元本償却受益権を有する受益者が存在する場合には、その元本償却受益

権に対応する譲渡収入はその受益者に配賦されることとなろう。 

４ 元本受益権を有する者が受益すべき収益等について 

信託期間中に信託財産から生ずる各種所得の金額の配賦を受ける権利を収

益受益権とし、信託期間中に必要経費に算入すべき信託財産の減価償却費相

当額の給付を受ける権利を元本償却受益権として定義した場合に、元本受益

権については、どのような権利として定義することが適当であろうか。信託

期間の終了後に金銭以外の信託財産を現状有姿のまま分配を受けることがで

きる権利を、この元本受益権に含めることは問題がないであろう。疑義が生

じ得るのは、不動産や株式などの金銭以外の信託財産を受託者が譲渡により

金銭に換価してから、これを受益者に分配する権利が元本受益権に含まれる

のかである。 

例えば、信託財産である株式を受託者が譲渡した場合において、信託期間

中はその譲渡対価を信託に留保し、信託期間の終了時に受益者に交付したと

する。この場合の課税関係は、信託財産である株式の譲渡時に生じた株式に
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係る譲渡所得は未分配であるため、その信託の受託者に対して課税が行われ

るべきである。その後、信託期間の終了に伴って、譲渡対価をその信託の受

益者に分配した場面では、課税済み所得が受益者に分配されることとなり、

信託に留保された収益が分配された場合の課税方法に従って、課税済み所得

として非課税となるか、又はその分配時に受益者の所得として課税が行われ

る(80)。仮にこの分配される所得が株式の譲渡所得ではなく、信託財産の運用

による収益である株式配当であった場合にも、同様の課税関係となる。つま

り、運用収益のうち未分配となっていたものが信託終了に伴い残余財産とし

て金銭により分配される場合には、信託期間中に受託者において計算された

課税済みの所得が受益者に配分されるため、その配賦される所得が利子所得

や配当所得のような運用収益であるのか、信託財産の処分によるキャピタル

ゲインであるのかを判別する必要はないものと考えられる(81)。このため、信

託収益に対する新たな課税方式では、元本受益権者に分配されるべき信託財

産（残余財産）からは、信託において留保されていた収益を除く必要がある。

また、残余財産のうち、信託に留保された減価償却費相当額の金銭を受領す

る受益者が存在する場合には、その金銭の交付は、税法上は元本の払出しと

類似した性質を有すると考えられるため課税関係は生じないことから、その

金銭の交付を受けることができる受益権を元本償却受益権として位置づける

必要があることは、前述のとおりである。 

他方、賃貸用建物等の現物資産が信託の終了により元本受益権者に交付さ

れる場合には、第９節で述べるように、元本受益権の取得価額を取得した現

物資産に付け替える等の措置が必要になる。このため、所得税法上の元本受

益権とは、信託の終了により信託に留保されていた収益以外の信託財産（残

余財産）の給付を受ける権利とすることが適当であろう。 

                                                           
(80) 収益が受益者に分配されずに信託に留保された場合の課税方式については、後述

「第７節 信託に留保された所得に対する課税方式」を参照されたい。 
(81) この未分配となっていた運用収益の分配を受ける受益者は、収益受益権に基づき

分配を受けるものと観念すべきであろう。 
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第４節 信託設定時の課税関係 

ここまでの受益権の種類及びそれにより課税される収益に係る所得の整理を

前提に、信託財産に帰せられる資産・負債及び収益・費用が受託者に帰属する

ものとする新たな課税方式、すなわち受託者計算信託に対する課税方式につい

て考えてみたい。本節では、この受託者計算信託が設定されたときの課税関係

について検討する。 

１ 受益権の取得に際して適正な対価の支払がある場合 

（１）元本受益権 

受託者計算信託に係る信託財産を拠出した場合には、その拠出は信託受

益権を設定する行為と観念し、信託の設定による委託者から受託者への信

託財産の移転については、その含み損益に対して譲渡課税は行わないこと

とすべきである。 

これは、量的分割信託は、受益者が有する受益権の割合に応じて信託財

産を整合的に帰属させることが容易であるため、課税上は受益権と信託財

産を別個の資産であると認識する必要がないのに対し、受託者計算信託に

該当する質的分割信託や収益留保信託は、受益権と信託財産との関係が希

薄になることからこれらを関連付けて認識することはせずに、私法上の関

係に則って、受託者が有する信託財産の所有権と受益者が有する受益権を、

それぞれ別個の権利として認識することとするものである。このため、他

益信託の場合には、委託者は、信託設定により受益権を一旦取得し、その

取得した受益権を委託者から受益者に移転したものとして課税を行うこと

になる。 

信託設定の性質をこのように考えた場合には、元本受益権の譲渡をする

ときにおけるその譲渡価額は、その元本受益権の目的である信託財産の価

額が転嫁されて取引が行われると捉えるのが自然であり、その信託受益権

を有償で譲渡した場合には、その譲渡対価として実質的に含み損益に対す
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る譲渡課税が行われると考えるため、信託設定による委託者から受託者へ

の信託財産の移転時のその信託財産の含み損益に対する譲渡課税を行わな

いこととすべきであると考える。ただし、元本受益権は信託終了時に残余

財産の移転を受ける権利であるために、その信託財産が減価償却資産であ

る場合には、信託期間中に元本償却受益権を有する者が受益すべき価値は

含まず、その権利の価額は、信託終了時の信託財産の価額となるであろう。

つまり、信託期間中に減価する元本の価値が含まれないため、その譲渡価

額は、信託終了時における残余財産の資産価値を評価して、これを現在価

値に割り戻したものとなるべきであろう。 

このため、他益信託の場合において、適正な対価を支払って受益権が委

託者から受益者に移転した場合には、受益権の譲渡があったものとして譲

渡所得として課税することとなる。この場合の取得費は、信託財産が減価

償却資産でない場合には、その信託設定時の取得価額の全額を控除するが、

信託財産が減価償却資産である場合には、信託期間中の信託収益の計算上

その償却費が控除されることや、元本受益権の価額は信託終了時の信託財

産（残余財産）の価額を考慮したものとなると想定されることを踏まえる

と、信託設定時にそのまま取得費として控除することは経済実態から乖離

するものと考えられるため不適当であり、一定の調整計算が必要であると

考えられる。すなわち、信託終了時におけるその元本受益権に係る信託財

産の簿価を合理的に見積もった価額を取得費として控除することとなろ

う(82)。ただし、信託の終了に伴って信託財産が元本受益権者に移転した場

合において、その移転時におけるその信託財産の簿価がその元本受益権の

譲渡に係る譲渡所得の金額の計算上控除した取得費と異なる場合には、更

                                                           
(82) この信託終了時の信託財産の簿価は、信託設定時の簿価から信託期間中に控除さ

れるべき減価償却費相当額を控除することにより算出可能であると考える。信託設定

時に信託期間の末日が定まっていない場合には、信託期間中に控除されるべき減価償

却費相当額の算出が困難である場合も考えられるが、元本受益権を売買する場合には、

その売買価格の算出のために信託終了までの見込み年数は合理的に算出するものと

思われるため、そのような年数を用いて信託終了時の簿価を算出することも排除され

るべきではないと考える。 
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正の請求又は修正申告により当該譲渡所得の金額を修正する制度を設ける

べきである(83)。 

（２）元本償却受益権 

元本償却受益権は信託期間中に必要経費に算入すべき減価償却費相当額

の金銭の分配を受けることができる権利である。この減価償却費相当分の

金銭等は、信託を利用しなければ課税所得からは除外される収益に係る金

銭等である。信託を設定して、この収益を受領することができる権利を譲

渡した場合にその対価が課税対象となるとすると、信託を設定しなければ

課税所得とならなかった金銭等が課税対象となり、信託の利用に対する税

制の中立性が損なわれることとなろう。 

また、元本償却受益権は、減価償却費が資産の取得費を使用又は時間の

経過による減価に応じて徐々に費用化するという考え方から採られている

ものであること等を考慮し、受託者から減価償却費相当額の金銭の分配を

受けることができる受益者は、信託財産の価値の払戻しとして減価償却費

に相当する金銭の分配を受ける権利を有するものと考えるために設けられ

る税法上の権利のカテゴリーである。このような考え方からは、元本償却

受益権に基づき分配を受ける収益は、信託財産の払戻しであるため、基本

的には所得課税の対象にはなじまないと考えることができる。ただし、元

本償却受益権の対価として、信託期間中に必要経費に算入されるべき減価

償却費相当額を上回る金額を受領している場合には、その上回る部分の金

額は、キャピタルゲインが実現したものとして課税の対象とすべきである

と考える。 

したがって、委託者が取得した元本償却受益権を譲渡する場合において、

その譲渡対価の額が、信託期間中に必要経費に算入されるべき減価償却費

相当額の合計額を上回らない金額であれば、その譲渡対価については課税

                                                           
(83) これに類する制度として、国外転出をする場合の譲渡所得等の特例（所法 60 条の

２）や贈与等により非居住者に資産が移転した場合の譲渡所得等の特例（所法 60 条

の３）の適用後に、譲渡があったものとみなされた有価証券等の取得費に変更があっ

た場合の修正申告及び更正の請求の特例（所法 151 条の４、153 条の４）がある。 
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すべきではないと考えられる。 

（３）収益受益権 

収益受益権については、前述のとおり、信託財産から生ずる各種所得の

金額の配賦を受けることができる権利として定義すべきとしたところであ

る。各種所得の金額の配賦を受ける権利とは、不動産や株式のような具体

的な信託財産を保有しているのではなく、信託財産の運用によって生ずる

実質的な利益をその受益者が享受することができることを意味する。この

ため、以下で検討するように、この権利の実質は、将来において、信託財

産から生ずる収益に係る金銭を得ることができる権利、すなわち金銭債権

に類似する権利であると捉えて課税関係を検討して行くべきであると考え

る。ただし、例えば、収益用不動産である集合住宅を信託財産とし、収益

受益権者にはその家賃収入を享受させることができることとした場合には、

その集合住宅に空室が生じずに必ず全室分の家賃収入が満額発生するとは

限らないし、家賃収入の金額についても、家賃相場の変動等により、減少

する場合もあり得る。このため、信託財産の種類によっては、将来におい

て収益が発生することが確定しているケースばかりとはいえないと考えら

れることから、その意味で一定期間、定期的に一定額の金銭の給付を受け

ることができる定期金に関する権利とは異なる性質の権利であるといえよ

う(84)。 

                                                           
(84) この点について、年金払い特約付きの生命保険契約に基づき支払を受ける年金に

対する課税関係が争われた事件の最高裁判決（最判平成 22 年７月６日判タ 1324 号

78 頁）を受けて政府税制調査会に設置された最高裁判決研究会の報告書においては、

「…信託受益権といった財産から生じる将来収入は、当該…信託受託者による信託財

産の運用方法などにより、相続財産評価時点での想定から変動する性質のものであり、

『定期金』のように事前に確定しているものではない。また、これらの財産について

は『定期金』とは異なり、相続以降いつでも第三者への譲渡等によりそこから生じる

所得の性質・実現時期に変動が生じ得る。こうした観点を踏まえれば、これらの財産

を基にして、相続人に相続以降発生する将来収入の、相続時点におけるこれらの財産

の確度が『定期金』と同程度のものとはいえない」としている。（最高裁判決研究会

平成 22 年 10 月『「最高裁判決研究会」報告書～「生保年金」最高裁判決の射程及び

関連する論点について～』５頁）。なお、同研究会のメンバーは、佐藤英明、渋谷雅

弘、中里実、藤谷武史、渕圭吾、増井良啓、三木義一、水野忠恒の各教授である。 
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課税実務において、金銭債権の譲渡による利益は、その債権の元本の増

加益ではなく、事業所得又は雑所得に該当する金利に相当するものとして

取り扱われている(85)。これは、金銭債権の譲渡による利益は期間利息に相

当するものであり(86)、その譲渡による損失は、実質的には貸倒れに該当す

るものであるためとされている(87)。他方、集合住宅を信託財産とする信託

の委託者がその収益受益権を適正な対価を受領して譲渡する場合を考えて

みると、信託設定時に、その収益受益権の譲渡対価の支払者は、その譲渡

対価を委託者に対して不動産の借受けの対価として支払うわけではなく、

収益受益権自体に価値を見出して対価を支払うものと考えられ、この場合

の収益受益権の価額は、将来得ることができる収益の額から現価相当額と

するために金利相当分を割り引いて算出するものと考えられることから、

収益受益権の売買により得ることができる利益はその割り引いた金利相当

分ということになるであろう。 

また、家賃に係る金銭債権は、通常、集合住宅の賃借人に対する金銭債

権（家賃）が発生し、これを賃貸人が未収の段階で譲渡をすると金銭債権

の譲渡として課税対象となる。他方、収益受益権の場合には、将来発生す

る見込みである集合住宅の賃借人に対する金銭債権（家賃）を譲渡し、そ

の後に賃貸人の金銭債権が発生することになる。両者は集合住宅の賃借人

に対する金銭債権（家賃）の発生が権利を譲渡する前か後かの違いだけで

あり、収益受益権の譲渡により得ることが出来る利益も金利相当分である

など、収益受益権の経済的な実質は金銭債権と同様であると考えられる(88)。 

                                                           
(85) 三又修ほか編「所得税基本通達逐条解説」188 頁（大蔵財務協会、2017）。 
(86) 名古屋地判平成 17 年７月 27 日判タ 1204 号 136 頁。 
(87) 植松・前掲注(24)672 頁。 
(88) 金子宏教授は、「金銭債権は資産には当たらず、その譲渡からは譲渡益の譲渡損も

生じないというのが確立した解釈である（所基通 33－１）が、この解釈は再検討す

る必要があると考える」とされ（金子宏「総説－譲渡所得の意義と範囲－」日税研論

集 50 巻『譲渡所得の課税』６頁（日本税務研究センター、2002））、中里実教授は、

現行の取扱いには反するが、債権譲渡を「資産の譲渡」に含めることには、それなり

の理由があり、今後より深く考えてみる必要があるとされる（中里実『デフレ下の法

人課税改革』108 頁（有斐閣、2003））。また、金銭債権については、所得税法 33 条
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ただし、収益受益権の譲渡による所得は、将来の家賃収入を一括で受領

したことと同じであるから、不動産所得として課税すべきという考え方も

あり得る。しかし、そのようにした場合には、その将来の家賃収入に対応

する減価償却費も必要経費として一括して必要経費に算入すべきというこ

とになるが(89)、この減価償却費は信託期間中に実際に家賃を収入した日の

属する年分に計上すべき減価償却費と重複することとなる。仮に、不動産

所得としつつ、重複して控除されることを避けるために減価償却費の必要

経費への算入を認めない場合には、所得区分は所得の性質に応じた計算方

法を定めるために設けられているにもかかわらず、収益受益権の譲渡によ

る所得をわざわざ不動産所得に位置付ける必要性は滅却されるであろう。 

さらに、収益受益権の譲渡による所得に係る所得区分の判定に際し、そ

の収益受益権に係る信託資産の運用収益に係る所得区分と同様にすること

とした場合には、株式の配当金を受領することができる収益受益権を譲渡

したときは、その譲渡による所得は配当所得となりこれに対して配当控除

を適用すべきということになるが、配当控除の法人課税との調整という性

格を考慮すれば、そのような方式とすることは消極的に考えざるを得ない。 

以上のことから、収益受益権の譲渡による所得は、現行の金銭債権の譲

渡の場合（所基通 33－１）と同様に、事業所得又は雑所得として課税すべ

きものであると考える。 

次に、収益受益権の譲渡による事業所得又は雑所得の計算の際に控除す

べき取得原価について検討する。まず、収益受益権を譲渡した委託者が、

信託財産の取得価額の一部を必要経費とすべきか、ということが考えられ

                                                                                                                             
２項の対象となる資産の範囲からは除外されていないため、法の明文を待たずに、趣

旨解釈としてこの取扱いが出てくるかどうかは、問題が残るとする指摘もある（金子

宏「所得税とキャピタル・ゲイン」租税法研究３号 52 頁（1975））。今後、金銭債権

の譲渡による所得の取扱いが変更される場合には、収益受益権の譲渡による所得につ

いても同様に検討することが必要であろう。 
(89) 所基通 37－３では、翌年以降の期間の賃貸料を一括して収受した場合には、その

翌年以後の必要経費の見積額を、その収受した年分の必要経費に算入することができ

ることとされている。 



325 
税務大学校論叢第 92 号 平成 30 年６月 

る。この点については、信託財産の取得価額は、減価償却費として信託期

間中に発生する信託財産に帰せられる収入金額から控除して所得金額を計

算することになるため、収益受益権自体に信託財産の取得費を認識してし

まうと、この減価償却費が信託を設定しなかった場合に比して過少となる。

前述のとおり、この減価償却費に相当する収益（金銭）は、元本償却受益

権者が受益すべきものであり、この減価償却費の減少は元本償却受益権者

の受益額の減少に繋がる。 

また、収益受益権の譲渡の際に、その取得価額の一部を取得費として控

除することは、将来の収益から控除されるべき減価償却費を前取りするこ

ととなるため、実質的に減価償却資産の加速度償却の効果を持つこととな

る。仮に、信託を用いずに、将来得る収益（債権）を第三者に譲渡した場

合には、そのようなことは認められないはずであり、中立的な制度とはな

らない(90)。 

以上のことから、信託の設定時に委託者が行う収益受益権の譲渡による

事業所得又は雑所得の金額の計算については、必要経費として信託財産の

取得価額の一部を控除することはできないと考える。 

このように収益受益権を金銭債権と位置付けることによって課税関係を

律する場合には、信託受益権と類似の性質を持つ株式に対する課税との相

違について整理しておくことが必要であろう。まず、株式は、剰余金配当

請求権や残余財産分配請求権に代表される会社から直接経済的な利益を受

けることを目的とする権利である自益権と、議決権に代表される会社の経

営に参与することを目的とする共益権という２つの権利から構成される。

他方、信託受益権は、信託行為に基づいて受託者が受益者に対し負う債務

であって、信託財産に属する財産の引渡しその他の信託財産に係る給付を

すべきものに係る債権である受益債権と、帳簿等の閲覧請求権などの受益

                                                           
(90) また、信託財産の取得価額を収益受益権と元本（償却）受益権とで比例的に配賦

するという発想もあり得るが、信託終了により、元本受益権者に残余財産が移転する

場合の減価償却資産の残存価額（委託者の譲渡所得の計算上控除することとなる。）

が減少するため、信託財産の加速度償却の効果が生じることに変わりはない。 



326 
税務大学校論叢第 92 号 平成 30 年６月 

債権を確保するために信託法の規定に基づいて受託者等に対し一定の行為

を求めることができる権利である監督権の２つの権利から構成される。こ

のように株式と信託受益権の性質は類似していると考えられるが、これら

に基づき分配を受ける収益に対する課税方式を異ならせる理由はどのよう

なものであると考えるべきであろうか。 

まず、何らかの組織体が法人税の納税義務者になるということは、次の

４点を意味するといわれる。第一に、組織体である法人が法人税の納税義

務を負う。第二に、その組織体が出資者に対して支払う利益の分配は課税

所得の計算上減算項目にはならず、事業体レベルでの課税（法人税）と構

成員レベルでの課税（配当課税）という二段階の課税を受ける。第三に、

その組織体がどのような形態で所得を稼得していても、利益の分配は構成

員の段階で「配当」と性質決定される。第四に、組織体レベルで生じた損

失は出資者に配賦することはできない、というものである(91)。株式は、こ

のような私法上の法人格を手掛かりに法人をエンティティとして法人税の

納税義務を課す場合に必要となるインフラであり、持分権たる株式を発行

している組織体と構成員をそれぞれ別の主体として二段階で課税すること

となる。 

他方、受託者計算信託は、信託をエンティティとして所得金額の計算主

体として扱うものの、留保された所得以外は信託が納税義務を負うもので

はない。このため、後述するように、信託において生じた収益を分配した

場合には、受託者の信託所得の金額の計算上はその分配額を控除すること

となり、信託と受益者の二段階で課税されることはない。また、受益者に

分配された所得の性質は、信託財産の個性に由来する性質を引き継ぐこと

とされ、株式のように配当としてその性質が決定されるものではない。 

このように、株式と信託受益権の性質は一見すると類似する点があるも

のの、法人格を有する組織体に対する課税と信託への課税のパッケージは

                                                           
(91) 渡辺徹也『スタンダード法人税法』287 頁（弘文堂、2018）、佐藤英明「新しい組

織体と税制」フィナンシャル・レビュー65 号 96 頁（2002）。 
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異なっており、その支分権である株式と受益権に対する課税もおのずと異

なるものとなるであろう。 

２ 受益権の取得に際して適正な対価の支払がない場合 

信託設定時に適正な対価を支払わずに信託受益権の移転があった場合には、

現行制度では、信託の設定時に贈与があったものとして課税が行われる。こ

の場合に贈与があったものとされるのは信託の受益権であり、これが質的分

割信託である場合には、元本受益権及び収益受益権の双方について評価をす

る必要が生じる。この信託受益権の評価方法について、現行の財産評価基本

通達 202（３）では、元本の受益者と収益の受益者とが異なる場合において

は、次に掲げる価額によって評価することとされている。 

イ 元本を受益する場合は、この通達に定めるところにより評価した課税時

期における信託財産の価額から、ロにより評価した収益受益権者に帰属す

る信託の利益を受ける権利の価額を控除した価額 

ロ 収益を受益する場合は、課税時期の現況において推算した受益者が将来

受けるべき利益の価額ごとに課税時期からそれぞれの受益の時期までの期

間に応ずる基準年利率による複利現価率を乗じて計算した金額の合計額 

ここでまず問題となるのは、ロの収益受益権の価額を算定する場合におけ

る「課税時期の現況において推算した受益者が将来受けるべき利益の価額」

をどのように算出するかである。特に、受益者が受けるべき利益の価額が、

将来生ずべき事実や受託者等の裁量に係る場合には、これを単純に推算する

ことは困難である場合があり得る(92)。例えば、信託期間が受益者の死亡の日

までとなっている信託や、受益者を委託者の子供及びその家族とし、それら

の者が事故や疾病の治療のために要した費用を補填するという信託の場合で

ある。前者については平均余命を用いて信託期間を算出し、受益権を評価す

ることも考えられるが、それが実際に信託に基づいて受益する金額と一致す

                                                           
(92) 同様の問題点を指摘するものとして、喜多・前掲注(38)45～47 頁を参照。 
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るという保証はない。後者の信託については、その収益を受益する権利を有

する者が、将来的にどの程度の受益をするかを推算することは困難と言わざ

るを得ず、したがって、信託設定時に収益受益権の評価額を合理的に算出す

ることは不可能であると思われる。現行の財産評価基本通達の方式に従うと、

収益受益権の評価ができないと元本受益権の評価も行うことはできない(93)。 

次に、現行の財産評価基本通達では、収益受益権の価額と元本受益権の価

額の合計額が、基準年利率による複利現価率を乗じたことにより減額された

部分を除き、信託設定時の信託財産の評価額に一致することとなっている。

このような計算式としているのは、①信託契約のうち元本の受益者と収益の

受益者とが異なる信託契約については、そのほとんどは、元本の受益者を委

託者又は委託者の推定相続人若しくはそれに準ずる者とし、信託の分配金を

特定の公益法人の一定期間の運営費又は委託者の配偶者等の一定期間の生活

費に充てられるようこれらの者を収益の受益者とするものが多いと認められ

ること、②信託財産が株式である場合に元本の受益者が事実上議決権を行使

しているなど、元本の受益者が信託の受益権の一部を行使しているとみられ

る事例も多いと見込まれることなどからすると、このようなケースにおいて

元本の受益者に相続の開始があったときに元本受益権を相続する相続人は、

一定期間（残りの期間）にわたり収益の受益者に一定の給付をする債務とと

もに、元本と収益の受益者が同一人である信託受益権（通常の信託受益権）

を承継する場合に類似した経済的な利益を受けることとなると考えられるこ

とほか、③元本受益権の贈与があったときの受贈者は、一定期間にわたり収

益の受益者に一定の給付をする負担とともに通常の信託受益権の贈与を受け

た場合に類似した経済的な利益を受けることになると考えられたためであ

る(94)とされている。 

このうち①及び③については、負担付贈与があった場合の評価との関係を

                                                           
(93) 信託受益権の評価を巡る問題点については、佐藤・前掲注(54)252～274 頁に詳し

い。 
(94) 北村厚『財産評価基本通達逐条解説〔平成 30 年版〕』922・923 頁（大蔵財務協会、

2018）。 
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考慮してのものであると考えられるが、負担付贈与の場合には、その贈与時

の財産の時価が贈与税の課税対象となり、贈与後に受贈財産から生ずる家賃

収入や配当などの果実は受贈者の所得として課税される。また、控除できる

債務は、その債務が経済的な価値として評価できるものに限られていること

から、受贈者は実質的に受贈財産から負担額を控除した経済的な価値のみの

贈与を受けたと認識することが可能であろう。一方、質的分割信託の場合は、

新たな課税方式の下では、信託期間中に信託財産から生ずる果実は元本受益

権者とは別の収益受益権者に帰属し課税されることとなり、元本受益権者は

納税義務を負わない。また、収益受益権者に対して収益の分配を行うのは受

託者であり、元本受益権はそのような分配の義務を負うものではなく、信託

期間終了時には確実に残余財産として資産の取得をすることができる。この

ように負担付贈与の場合に比して、元本受益権者が負うべき果実に対する税

負担は少額であり、享受する経済的な利益は各受益者ごとに明確に区分され

ていると認められるため、受託者計算信託の導入に伴いこれらを同様の考え

方で評価することの必要性は減少するものと考える。 

次に②は、信託設定により元本受益権は委託者が保有し続け、収益受益権

のみを推定相続人に贈与した場合において、その信託設定後に元本受益権者

に相続の開始があったケースであると考えられるが、信託財産が株式である

ことを前提に、信託設定時と相続開始時とで信託財産の価額の変化がなかっ

たとすると、これらの時点では信託終了までの期間が異なるため収益受益権

の評価額も異なることとなり、結果、元本受益権の評価額も異なるものと考

えられる。このため、信託設定時の収益受益権の評価額と相続開始時の元本

受益権の評価額の和が信託財産である株式の評価額とは一致しないこととな

る(95)。 

現行の質的分割がされた信託受益権に対する評価方法は、設定時課税の下

                                                           
(95) 佐藤英明教授は、「収益受益権に関する課税と元本受益権に関する課税とを同時に

行う場合には、制度の簡明さと一貫性という観点から考えて、……二つの種類の受益

権の評価額の総和は常に信託財産の評価額と等しくなるようにすべきであろう」とさ

れる（佐藤・前掲注(54)274 頁注 25）。 
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で、設定時に評価可能な信託財産の価額をベースに定めようとするものであ

るが、将来に受益する利益を推算する以上は、不確実な要素を織り込むこと

を排除することはできない(96)。そのような不確実な要素に基づいて信託設定

時に課税を行わざるを得ないということは、課税に適した状態になっていな

いとも考えられることから、信託設定後に権利に基づく現実の収益分配時に、

その受益した内容に基づいて課税を行うことを検討すべきではないか。先の

例に示したように、平均余命を用いて信託期間を推算することが可能な信託

や、確定利率の公社債が信託財産である信託などについては、現行の設定時

課税のままでもある程度は合理的に将来収益を推算することは可能であると

も考えられるが、信託財産の現在価値から将来収益を控除した残りが信託終

了時の信託財産の価額であるという評価方法は、残余財産の価値を適切に評

価しているともいえず(97)、これからの柔軟な制度設計が可能な信託の性質を

考えると合理的とはいい難い面も存在する。これは、どれだけ正確な資産評

価をするかということと、信託期間中の各受益時に複数回の申告を要するこ

ととなる税務執行上の事務負担とのバランスの問題もあると思われるが、こ

の評価方法を利用した相続税対策も考えられるため(98)、質的分割信託や収益

留保信託に対する課税が受託者において計算された所得が受益者に配賦され

るようになることに併せて、見直すべきである(99)。 

                                                           
(96) 松永和美氏は、「利率が決められている債券の利子の現在価値は債券の利子をもと

に現在割引価値によって計算することでよいが、信託財産が同族会社の株式である場

合や不動産の場合には、同族会社の配当金の額や、不動産の賃料を客観的、確定的に

推計することは容易ではない。このような規律を前提とすれば、受益権の評価方法は

課題であると考える。１つの解決は、過去の実績率による、あるいは、資産の種類ご

とに、一定の収益率と割引率を定め、評価していくことが考えられる」とし、受益権

評価の困難性を指摘する（松永和美「財産の管理・承継に利用される信託の税制に関

する一考察」信託法研究 32 号 111・112 頁（2007））。 
(97) 高利回りの資産を信託した場合には、信託期間が長期に渡ると、元本受益権の価

額がゼロを下回ることも容易に想定される。 
(98) 川口幸彦「信託法改正と相続税・贈与税の諸問題」税大論叢 57 号 428～431 頁

（ 2008,http://www.nta.go.jp/about/organization/ntc/kenkyu/ronsou/57/04/pdf/rons
ou.pdf）。 

(99) 実務家の立場からも現実に受益した段階で課税すべきとする声が存在する。我が

国においていわゆる福祉型信託の活用が進まない原因のひとつに、信託設定（信託行
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贈与税を受益時課税とした場合には、一の贈与契約に基づく贈与の履行と

しての信託受益権の移転に対する課税が信託期間に渡って複数回行われるこ

とになるため、これまでの信託設定があった年に１回で課税されていた場合

と比して、各年において適用される限界税率が低くなり、累進税率の適用が

緩和される効果が生ずる。この点については、贈与課税の累進性を維持する

観点からは、信託受益権の贈与があった日の属する年を基準として、その贈

与により移転した収益を累積して課税していく仕組みを構築することで対応

することが考えられる。すなわち、一の贈与契約に基づく２年目以降の収益

分配による贈与課税を行う場合には、前年までの累積課税価格に上乗せして

税額計算を行い、算出された税額から昨年までに納付した税額を控除して当

該年分に納付すべき贈与税額を算出する計算方法を構築していくことで解決

ができる(100)(101)。 

また、受益時課税とした場合には、信託の受益者に実際の収益分配が行わ

れる場合の贈与課税と所得課税とが同時に課税されることとになるが、これ

は贈与契約に基づく信託受益権の移転に対する課税と、その移転後に信託財

産に帰属する収益に対する課税を別々に考えることにより、両者を二重課税

と考えるべきではない。所得税法９条１項 16 号において非課税と規定して

                                                                                                                             
為）時課税の問題があり、それは①受益権を得ただけでは実際に給付を受けていない

ため、その段階では納税資金を用意することが困難であること、②信託設定時にその

受益権の適正な評価が困難であること、③受益者連続型信託の受益権の評価額が実際

に受益する利益に比して過大となることを挙げている（日本弁護士連合会「税制改正

提言－福祉分野における信託活用のための信託税制の在り方－」21～26 頁（2012））。 
(100) 遺贈によって信託が設定され受益権の移転があった場合には、現行制度では相続

税の対象になるが、相続税で受益時課税とした場合には、収益受益権に基づき収益分

配を受ける都度、他の相続人が納付すべき相続税額が増加する等の影響が及ぶことと

なるため、その設定された信託が受託者計算信託に該当する場合には、相続税の対象

とはせずに贈与税の対象とすることを検討すべきであろう。また、法人から個人に対

して受益権の贈与があった場合には一時所得として課税されることになるが、この場

合も上記で述べた贈与税の累積課税と同様の仕組みを導入することを検討すべきで

あろう。 
(101) 我が国の贈与税は原則として暦年単位で課税することとされているが、信託収益

に限らず、ドイツでは 10 年、フランスでは 15 年の間に相続・贈与により取得した

財産を累積して受贈者に課税する仕組みが採られている。 
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いるのは、贈与契約に基づいて資産を受けたことによる経済的利益であると

考えるべきである(102)。 

しかしながら、ここでは生保年金二重課税判決（最判平成 22 年７月６日

判タ 1324 号 78 頁）との関係を見ておきたい。同判決は、相続税法 24 条１

項の規定が適用される「定期金に関する権利」をその射程にするものである

との考え方が有力ではあるものの(103)、所得税と相続税との関係について一

石を投じたとして注目された判決である。同判決では、相続税法 24 条１項

に定められた「定期金」の評価方法に従って、将来の受取年金の総額に一定

割合（６割）を乗じた価額に対して相続税が課税されているが、当該価格は、

将来にわたって受け取るべき年金の現在価値の合計額に相当する。他方、各

年の年金支給額に対して所得税が課税されているが、当該年金支給額のうち

上記現在価値に相当する部分については、相続税の課税対象となる「経済的

価値と同一」のものであるとして、当該部分に対する所得税の課税は所得税

法９条１項 15 号（現行 16 号。以下同じ。）に照らして認められないと判示

した。 

受託者計算信託に対する課税では、贈与により収益受益権を取得した場合

に、その収益受益権の評価額は、その収益受益権を有する者に対して分配さ

れる収益の額であるとして、その収益の額を課税価格として贈与税が課税さ

れる。一方、その収益受益権者に分配される収益は信託財産の運用により生

じたものであるため、その運用益に対して所得税が課税される。この所得税

が課された収益受益権に基づき分配を受けた収益の額が、贈与税が課税され

た収益受益権の評価額と「経済的価値に同一」といえるかどうかが問題とな

ろう。 

                                                           
(102) 佐藤・前掲注(54)269 頁。株式を贈与され、その同一年中に株式に対して配当が支

払われた場合には、元本である株式の贈与について贈与税が非課税とされ、かつ、支

払を受けた配当は配当所得として所得税の対象となることと同じである。この場合、

贈与税の課税の対象となるのは移転した資産の価額であるが、所得税の対象となるの

は所得金額であるため各種所得金額の計算が必要となる。なお、「信託受益権」と「定

期金に関する権利」との関係については、前掲注(84)参照。 
(103) 最高裁判決研究会平成 22 年 10 月・前掲注(84)３・４頁。 



333 
税務大学校論叢第 92 号 平成 30 年６月 

上記の裁判では、死亡保険金の支払方法が一時払い又は年金払いであるか

によって課税上の取扱いに差を設けていることが適法なものであるかどうか

が、実質的な争点になったとされている(104)。すなわち、相続人が相続時に、

死亡保険金を一時金で取得した場合や、将来の年金の総額を現在価値の一時

払いで取得した場合には、その一時金等の額に対して相続税のみを課し、所

得税については所得税法９条１項 15 号の規定により非課税としていた(105)。

一方で、年金の方法により支払を受ける生命保険契約に係る死亡保険金を相

続人が取得した場合には、相続税法 24 条の規定により計算した年金受給権

の金額に対して相続税を課すとともに、毎年の年金に係る所得に対しても雑

所得として所得税を課税していたという点である(106)。 

これを質的分割信託に当てはめて考えると、収益受益権とは、所得税法上

は信託財産に帰せられる各種所得の金額の配賦を受ける権利であると定義し

た場合には、その収益受益権の価値は、その権利に基づき配賦を受ける各種

所得の金額の合計額であるということになろう。この収益受益権の評価の時

点を受益時とし、その評価額を実際に受益した金額とした場合には、これま

でのように信託の設定時（すなわち、収益受益権の移転を受けた時）にその

収益受益権を評価する場合に比して、その権利に基づき受益する金額や受益

の可能性が確定する(107)ことから、贈与により移転を受けた収益受益権の価

値は、その権利に基づき配賦を受けた各年の各種所得の金額の総額と、その

「経済的価値に同一」といえるかもしれない。しかしながら、信託を用いず

に同様の収益を享受させる場合には、資産の運用によって得た収益に対して

はその資産の所有者に対して所得税が課税され、その課税後の所得が資産の

所有者から受贈者に対して贈与が行われることになる。これは、生保年金二

重課税判決において、年金受給権に基づく保険金を一時金で受け取った場合

と年金払いで受け取った場合とで税負担に格差が生じることの合理性が争点

                                                           
(104) 古田孝夫「最高裁判所判例解説」法曹時報 65 巻６号 24 頁（2013）。 
(105) 相続税法基本通達 24－２、所基通９－18。 
(106) 古田・前掲注(104)23 頁。 
(107) 前掲注(84)参照。 
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とされたように、信託を利用したからといって、贈与する資産の運用益に対

して所得税が課されないとすることに合理的な理由を見出すことはできない

であろう。 

したがって、信託を利用する場合と利用しない場合とで大きな税負担の格

差が生じないようにするという理念の下で信託税制の構築を目指す観点から

は、収益受益権の贈与を受けたことに対する贈与税の課税を受益時課税とす

る場合には、収益受益権の贈与による移転を受けたことによる経済的価値に

対しては所得税法９条１項 16 号の規定は適用しないこととし、その移転に

係る贈与税額の計算の際には、その収益受益権により配賦を受ける所得に対

して課される所得税額を控除した金額を、贈与税の課税価格とすべきである。

この考え方は、元本受益権にも同様に当てはまるであろう(108)。 

第５節 信託期間中の受託者における所得金額の計算 

本節では、信託期間中に受託者に帰属することとなる収益及び費用で、信託

財産に帰せられるものに係る所得金額の計算について検討する。 

受託者計算信託では、現行の法人課税信託と同様に、受託者が、信託契約ご

とにその信託財産に属する資産・負債及び収益・費用を区分し、信託期間中に

信託財産に帰せられる収益及び費用をベースに、所得税法その他所得税に関す

る法令の規定に従って、各種所得の金額を計算する必要がある。このため、受

託者計算信託の受託者は、これを個人とみなし、当該受託者は、その信託財産

に帰属する収益及び費用について、所得税法の規定に従って所得区分や課税方

式の異なるごとに所得金額の計算を行う。損失が生じた場合における所得区分

間の損益通算についても、所得税法の規定に基づいて行うこととなる。 

信託財産が減価償却資産である場合には、その減価償却費は、その受託者の

                                                           
(108) このような評価方法とした場合には、受益者連続型信託に対する相続税の課税方

式についても見直しが必要になるものと思われるが、その検討は本稿の研究範囲を超

える。 
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事業所得の金額、不動産所得の金額、山林所得の金額又は雑所得の金額の計算

上必要経費に算入されるが、この場合の信託財産の取得価額は、信託設定時に

は信託財産の含み損益に対する譲渡課税が行われないため、委託者の簿価を引

き継ぐこととなる。 

信託報酬については、受益者が受託者に対して支払うこととなるが、信託に

おける所得計算では、信託財産に帰せられる収益及び費用等が受託者に帰属す

るものとして所得計算が行われるため、受益者が支払う信託報酬は税法に何ら

かの規定を定めない限りは費用に計上されないこととなる。このため、受益者

が受託者に対して信託報酬を支払った場合には、その額を各種所得の金額の計

算上控除できることとする明文の規定が必要となるであろう。 

また、受託者計算信託では、後述するように、受益者に配賦されずに信託に

留保された所得金額に対しては所得税が課税されることから、受託者計算信託

において各種所得の金額を計算する場合には、その計算した所得金額から受益

者に配賦した所得金額を控除する必要が生じる。この場合、その信託において

複数の所得区分や課税方式の所得がある場合には、どの所得金額が受益者に配

賦されたものかを判定する必要が生じるが、その判定は、基本的には、信託契

約に従って判断すべきことになると考える。信託契約に配賦される所得金額の

所得区分等について特段の定めがない場合には、恣意的な所得金額の操作を排

除する観点から、複数の所得区分等に係る所得金額が、その信託において生じ

た所得区分や異なる課税方式ごとの金額に応じて比例的に配賦されたものとし

て認識すべきであろう(109)。 

有価証券の譲渡所得等の金額を計算する場合において、その有価証券の取得

費を計算するときは、現行の取扱いでは、受益者等課税信託の信託財産に属す

る有価証券と同一銘柄のものを信託財産以外で保有している場合でも、これら

                                                           
(109) 例えば、信託において生じた合計所得金額が 4,000、その内訳が、不動産所得の金

額 500、配当所得の金額 1,500、上場株式等に係る譲渡所得等の金額 2,000 の場合に

おいて、その信託に係る収益受益権者に配賦された所得金額が 2,000 であったときは、

収益受益権者に配賦された所得金額の内訳は、不動産所得の金額 250、配当所得の金

額 750、上場株式等に係る譲渡所得等の金額 1,000 となる。 
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を区分せずに総平均法に準ずる方法で取得価額を算出することとされている

が(110)、この方式では、受託者に信託財産が帰属することとされるため、受益

者が同一銘柄の有価証券を保有している場合であっても信託財産に属するもの

は別銘柄として取得価額を計算する必要がある。 

受託者計算信託の受託者における所得税額の計算においても、各種所得控除

や税額控除は可能な限り適用を認めることとすべきであると考えるが、受託者

計算信託における所得税額の計算においては、実際には、寄附金控除（所得控

除及び税額控除）、配当税額控除及び外国税額控除については、適用が可能とな

るであろう(111)。 

第６節 所得の配賦等を受けた受益者に対する課税 

本節では、受益者が信託期間中に、収益受益権に基づき所得金額の配賦を受

けた場合の課税方式と、元本償却受益権に基づき収益の分配を受けた場合にお

ける課税方式について検討する。なお、以下では、受益権の贈与による贈与課

税は、現行の設定時課税ではなく、受益時課税とすることを前提に検討を行う。 

受託者計算信託では、収益受益権者に対しては、その有する権利に基づき、

受託者において計算された信託財産に帰属するネットの所得金額が配賦され、

その収益受益権者を納税義務者として課税される。元本償却受益権者に対して

は、その年分に必要経費に算入されるべき減価償却費相当額の金銭が分配され

る。したがって、信託財産が賃貸用建物である場合には、その家賃収入の全額

を受益者に分配するケースも考えられるが、この場合には建物の減価償却費を

控除した後の金額が収益受益権に基づいて分配され、減価償却費相当額は元本

償却受益権に基づいて分配されることとなる。 

                                                           
(110) 租税特別措置法通達 37 の 10・37 の 11 共－８。 
(111) 受益者が居住の用に供している家屋が信託財産となっている場合に、その家屋に

ついて生じた災害による損失について、受益者が雑損控除の適用を受けることを可能

とする場合には、受託者が有する資産についても雑損控除の対象とする法令上の手当

が必要となる。 
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この収益受益権又は元本償却受益権に基づき信託期間中に分配を受ける収益

等に係る所得金額の計算は、その受益権の取得における適正な対価の支払の有

無によって異なる部分がある。 

収益受益権に基づき所得金額の配賦を受けた場合において、その収益受益権

を適正な対価の支払をして取得しているときは、その収益受益権に基づいて配

賦を受ける所得金額からその収益受益権の取得費を控除した金額に対して課税

が行われる。この場合の取得費の控除方法としては、繰延資産の償却費の控除

方法と同様に、収益受益権が効力を有する期間に渡って均等に控除することが

考えられる(112)。他方、その収益受益権を適正な対価の支払をしないで取得し

ている場合には、その収益受益権に基づき配賦を受ける所得に対して課税され

るとともに、その収益受益権に基づき配賦を受けた所得金額からその所得に係

る所得税額相当額を控除した金額に対して贈与税が課税されることとなる(113)。 

次に、元本償却受益権に基づき分配を受ける収益については、前述のとおり、

信託財産の価値の一部の払戻しとして考えられるため、その権利を適正な対価

を支払って取得している場合には、その分配される金銭等の額がその年に必要

経費に算入されるべき減価償却費相当額を上回らない限り、所得税及び贈与税

の課税対象とはならないこととすべきである。ただし、例えば、受託者が信託

財産を譲渡した場合において、その譲渡対価の一部を元本償却受益権者に分配

したときは、その年の減価償却費相当額を上回って収益が分配されることとな

るケースがある。この場合には、その上回る部分は信託財産のキャピタルゲイ

ンが分配されたものと考え、その上回る部分については所得税の課税対象とす

べきであろう。他方、適正な対価の支払をしないで取得した元本償却受益権に

基づき分配を受ける減価償却費相当額の金銭等に対しては、贈与税のみが課税

                                                           
(112) 例えば、その収益受益権が 10 年間の信託期間に渡って所得の配賦を受けることが

できる権利であれば、その取得費を 10 年間に渡って均等に控除することになろうし、

信託終了の日が明らかでない場合には、その収益受益権の対価の額の計算の際に用い

られた信託終了時までの見積期間等を用いて１年あたりの控除すべき取得費を算出

する等の合理的な方法により処理することになろう。 
(113) 受益時に所得課税と贈与課税を同時に行う場合におけるこれらの課税の関係に関

する考察については、第４節２を参照されたい。 



338 
税務大学校論叢第 92 号 平成 30 年６月 

される。この場合、減価償却費相当額について所得税が課税されないのは、適

正な対価の支払をして受益権を取得した場合と同様の考え方である。 

１ 所得の配賦の認識基準 

この収益受益権者に対する所得の配賦と元本償却受益権者に対する収益の

分配は、受託者を個人とみなして所得税法に基づいて信託財産に帰せられる

各種所得の金額が計算されることから、暦年単位でその金額が認識される必

要がある。この場合、収益受益権者は何をもって信託において計算された所

得金額が配賦されたと認識すべきかが問題となるが、信託において収益受益

権者に対して分配可能となる利益は、信託財産に帰せられる収入金額から必

要経費を控除した金額（元本償却受益権者に分配すべき減価償却費相当額を

除く。）と基本的には一致するはずであるため、基本的には実際のキャッシュ

フローの動きと同様に捉えることが可能と思われる。 

ただし、所得税法に基づいて計算した所得金額と分配可能な利益として信

託財産に残る金銭の額が一致しない要因はいくつか考えられる。所得金額よ

りも信託財産に残る金銭が少なくなる理由としては、信託財産について資本

的支出があった場合が考えられる。この場合には、資本的支出部分は資産の

取得費とされるため、実際の支出額に比して必要経費に算入される金額が少

なくなり、分配可能となる金銭が所得金額に比して過少となるのであるが、

その過少となった部分に対応する所得金額の配賦を受けたとして課税された

受益者は、その金額に相当する元本償却受益権の分配を受けたものとして認

識することとなろう。また、信託財産である土地の取得に係る借入金を返済

した場合における支払利子は必要経費に算入することができるが、借入金元

本の返済部分は必要経費に算入することはできない。このような必要経費に

算入できない金額に相当する部分の所得金額の配賦については、信託契約に

おいてあらかじめ明らかにされるべき事項であると考えるが(114)、信託財産

                                                           
(114) 信託の受託者が計算する信託財産に帰属する所得金額のうち、その年中に受益者

に配賦されなかった所得金額については、後述するように、信託留保所得としてその
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取得のための借入金元本の返済額に相当する部分の所得金額が元本（償却）

受益権者に配賦され、当該所得金額に係る所得税額をその元本（償却）受益

権者が負担した場合には、その負担した所得金額に相当する元本（償却）受

益権については、その元本（償却）受益権者が適正な対価を負担して受益権

を取得したものと見ることができよう。 

逆に、青色申告特別控除のように実際に金銭の支出を伴わずに所得金額を

減額させる控除については、所得金額に比して分配可能となる利益を増加さ

せる効果が生じるが、その増加分の金銭等の分配を受けた場合には、その分

配を受けた受益者の所得税の所得金額には影響せず、贈与税の課税価格に算

入されることになろう(115)。 

２ 所得区分の取扱い 

次に、収益受益権又は元本償却受益権に基づき配賦を受ける所得に係る所

得区分の取扱いについて検討する。 

（１）収益受益権 

収益受益権を有する者が受託者から配賦を受ける所得金額は、信託財産

の個性に由来する収益に係る所得区分の引継ぎを行うべきである。その理

由は、大きく二つある。 

第一に、収益受益権は信託財産に帰属する所得金額の配賦を受ける権利

であるが、その実質的な内容は、将来発生する収益を受領する権利であり、

その権利の売買により得ることができる利益は金利相当分であることを踏

まえ、金銭債権に類似する権利として位置付けるべきものであるという考

えを述べた。このように収益受益権の実質を金銭債権と捉えた場合には、

収益受益権に基づき分配される収益も、金銭債権から得る利益と同様に事

                                                                                                                             
受託者が納税義務者として課税されることになる。 

(115) 青色申告特別控除のように信託財産に分配可能となる金銭の額を増加させる効果

を持つ控除や費目については、分配可能となる金銭を増加させるという点では減価償

却費と同様の効果を持つことから、まとめて元本償却受益権に基づき分配を受けるも

のと認識することも考えられる。 
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業所得又は雑所得として課税すべきとも考えられる。しかしながら、賃貸

用建物を信託財産とし、その収益受益権を有する者が家賃に係る所得の配

賦を受ける場合を例として考えると、その信託の収益受益権は将来発生す

る収益（所得金額）を受領する権利として設定されているため、まだその

実質的な所得、つまり家賃としての課税がなされていない。また、受託者

から収益受益権を有する者に対して配賦される所得金額は、有償による収

益受益権の設定時のようにその譲渡対価として配賦されるわけではなく家

賃収入を原資とする所得金額が配賦されることになる。このため、実際に

その収益受益権に基づいて所得の配賦を受けた場合には、これをその所得

の発生源である、本来の所得区分（不動産所得）として課税すべきである

と考えられる。 

このような家賃収入に係る収益受益権の課税関係を検討する際には、実

際に（未収）家賃が生じてからこれを譲渡した場合と同様の課税関係にす

ることが、信託がなかった場合との比較において整合的な課税関係になる

と考える。つまり、通常は、家賃収入が不動産所得として課税され、その

未収となった賃料債権を譲渡した場合に所得が発生すれば、金銭債権の譲

渡として雑所得等として課税される。他方、これを収益受益権という形で

譲渡した場合には、先に家賃である賃料債権（金銭債権）の譲渡による所

得が雑所得等として課税された後、その収益受益権に基づき得た収益を不

動産所得として課税することにより整合的な課税になるであろう(116)。 

第二に、信託税制が、質的分割信託の円滑な活用を阻害しないためには、

量的分割信託の収益分配として家賃収入を得た場合における所得区分の取

扱いと平仄を合わせる必要がある。量的分割信託の場合に課税される所得

区分と異ならせた場合には、収益に係る所得に対する課税上の優遇措置の

適用が不可能となる場合が生ずる等の理由で、信託を利用する阻害要因と

                                                           
(116) 換言すれば、信託財産に帰せられる所得金額が信託に留保されずに収益受益権者

に配賦された場合には、受託者計算信託はでネットの所得金額が配布される点が異な

るものの、現行の受益者等課税信託と類似のパススルー課税の適用を可能とすべきで

あると考える。 
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もなりかねない。また、量的分割信託の場合と所得区分の取扱いを同様に

することにより、その差異を利用した租税回避や租税裁定を防止すること

もできよう。 

なお、受託者から受益者に配賦される収益が複数の所得区分にまたがる

場合には、意図的に損失を配賦する等の租税回避行為を防止する観点から、

信託契約において特定の所得区分の金額を分配することとなっていない限

り、その複数の所得区分の金額が受益割合に応じて比例的に配賦されるも

のとすべきであろう。 

（２）元本償却受益権 

元本償却受益権に基づき分配を受ける収益については、信託財産の価値

の一部の払戻しとして考えられるため、原則として所得税の課税対象とは

ならないのは前述のとおりであるが、信託期間中に受託者が信託財産の譲

渡をして、その対価の一部が元本償却受益権を有する者に分配された場合

には、これにより生じる所得、具体的には、その元本償却受益権を有する

者が分配を受けるべきであった減価償却費相当額を上回る部分に係る所得

の実質は、信託財産のキャピタルゲインであると認められるため、その分

配を受けた収益のうち当該減価償却費相当額を上回る部分に係る所得につ

いては、譲渡所得として課税することになろう(117)。 

３ 受益権を有償で取得している場合の取得費の取扱い 

前述のとおり、収益受益権を有償で取得している場合には、その取得費を

収益受益権に基づき配賦を受ける所得から控除して受益者の所得金額を計算

することとなるが、信託財産が公社債、株式、投資信託の受益権のような有

価証券である場合や、預貯金で信託財産を運用するような場合には、その配

賦を受ける所得は利子所得又は配当所得として課税されることとなる。しか

しながら、現行制度において、利子所得や配当所得については必要経費の概

                                                           
(117) この場合の課税方式は、その譲渡した信託財産の種類に応じて、総合課税又は分

離課税（土地・建物又は株式等）によることになる。 
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念が存在しないことから、これらの所得が収益受益権に基づき生じるもので

ある場合には、その取得費を控除できることとする制度的な手当を講ずる必

要がある。 

４ 信託において生じた損失の取扱い 

収益受益権者に配賦された損失がある場合には、その損失の金額について

は、信託所得以外の所得との所得内通算及び損益通算はできないこととすべ

きである。これは、信託は受託者が裁量により特定の受益者に対して収益等

を分配することも可能という特性を有しているため(118)、例えば、ある受益

者に信託以外で所得が生じた場合に、その所得との損益通算を適用する目的

で信託において生じた損失の額をその者に意図的に分配することが可能とな

るからである。 

現行の受益者等課税信託の下では、信託から配賦される不動産所得の損失

金額については、これを生じなかったものとみなして、他の所得との損益通

算を制限する措置を設けている（措法 41 の４の２）。この制度は、もともと

は民法上の任意組合を利用し、その組合員からの出資と借入金を原資として

購入した高額な減価償却資産（航空機や船舶等）を他の者に貸し付ける事業

を営み、減価償却費や借入金利子を計上することによって創出した組合損失

を組合員に帰属させ、組合員の他の所得を圧縮して税負担の軽減を図ること

を防止して設けられた措置である。平成 19 年度税制改正では、このような

節税スキームは、信託を利用しても行うことができることが従来から指摘さ

れていたことを受け、信託法の改正により信託の利用機会が大幅に増加する

と考えられたことから、信託財産に帰せられる不動産所得の損失についても

同様の措置が講じられたものある(119)。 

信託財産に帰せられる各種所得の金額の計算上生じた損失については、不

                                                           
(118) 信託の受託者裁量機能については、前掲注(76)を参照。 
(119) 武田昌輔監修『DHC コンメンタール所得税法８』8012・8013 頁（第一法規、加

除式）。 
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動産所得の損失だけではなく、雑所得や譲渡所得等の他の所得区分において

も同様のことは生じ得る。例えば、収益受益権を有する者に雑所得の損失を

配賦し、その者が信託以外で有する雑所得の金額との所得内通算を行うこと

により納税額を圧縮しようとすることも考えられる。また、譲渡損失の通算

はタックス・シェルターとして利用されやすいという問題もある(120)。この

ように元本と収益が分離された構造の質的分割信託では、収益受益権者に対

して特に損失の配賦を行いやすくなると考えられるため、信託を利用した租

税回避を防止し、適正公平な課税を行う観点から、信託において生じた損失

については、信託以外の所得との通算を遮断すべきであろう。 

ただし、信託内においては継続して信託財産の管理運用が行われているこ

とから、現行の所得税法や租税特別措置法において認められている純損失（雑

損失）の３年間の繰越控除(121)や上場株式等に係る譲渡損失の３年間の繰越

控除等については、同一の信託に係る信託所得内においては適用を認めるべ

きであると考えられる(122)。 

このような損失の取扱いは、信託をエンティティとして課税主体としつつ、

その分配した収益の額を受託者に係る信託の所得金額の計算上控除するとい

う計算方式とも整合的であると考える。すなわち、特定目的会社や投資法人

では、発生した収益は法人格を有するこれらの法人に帰属して納税義務を負

うこととなるが、これらの法人が投資家に対して支払った利益の配当等は、

一定の要件の下で損金に算入することにより課税所得計算上の減算項目とな

り、事業体と構成員に対する二段階課税を排除している。このようなペイス

                                                           
(120) 金子宏「序説・所得税における損失の取扱い」日税研論集 47 巻『所得税における

損失の研究』５頁（日本税務研究センター、2001）。 
(121) 雑損失の繰越控除については、雑損失の対象となる資産の範囲について法令上の

手当を行うことが前提となる（前掲注(111)参照）。 
(122) アメリカでは、信託において生じた純損失は受益者には帰属しないこととされ、

信託段階で繰越し又は繰延べされる（松永和美「米国の信託の税制について」信託

238 号 44 頁（2009））。カナダでは、信託によって実現された損失は、信託によって

のみ利用でき、通常の繰越ルールに服することとされている（漆さき「カナダにおけ

る信託の国際課税」税務事例 49 巻８号 70 頁（2017））。 
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ルー課税の対象となるエンティティは一般的に損失を分配することはできな

いと考えるべきであり(123)、受託者計算信託についても、受益者は分配され

た金銭等のみが課税対象となる以上は、金銭等が分配されることのない損失

が各受益者に配賦されたものと観念することはできないこととすべきであろ

う。 

第７節 信託に留保された所得に対する課税方式 

本節では、信託財産に帰せられる各種所得の金額が、その所得が生じた年分

に収益受益権者に配賦されずに信託に留保された場合に、これを受託者段階で

課税する制度を検討する。 

１ 留保所得が各受益者に配賦されたものとして課税する方式 

信託に留保された所得を受託者段階で課税する制度を検討するにあたり、

まず現行の受益者等課税信託との税負担の差がなるべく生じないようにする

ことを重視する立場からは、信託財産に帰せられる各種所得の金額で受益者

に配賦されなかったものについては、受益者が有する受益権の内容に応じて

配賦されたものとして課税することが考えられる。受益者が１人の場合には、

その受益者に信託財産に帰せられる所得が全額配賦されたものとして課税し、

複数存在する場合には、それぞれの受益者の有する権利に応じて信託財産に

帰せられる所得が配賦されたものとして課税を行う。この方式は、現行の受

益者等課税信託と同様に、受益者への現実の収益の分配の有無とは無関係に、

信託の収益について現年課税(124)がなされることとなる。このようにするこ

とにより、それぞれの受益者の各年の信託以外の所得と合算して信託に係る

所得が課税されることとなり、総合課税の下で累進税率が適用され、担税力

                                                           
(123) 渡辺・前掲注(91)296 頁。 
(124) 現年課税とは、その収益が信託財産に帰属した年分の収益として課税するという

意味で用いる（佐藤・前掲注(54)149 頁）。 
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に応じた課税を行うことが可能となる。 

ただし、この方式は、次のような問題点が考えられる。例えば、X 年に信

託財産について生じた所得 1,000 が分配されずにその信託に留保された場合

には、その信託の受益者が 1,000 の所得を得たものとして確定申告を行い納

税することとなる。この場合には、X 年末に 1,000 の現金がその信託の信託

財産として留保されることとなる（減価償却資産や繰延資産の償却費はない

ものとする。）。その翌年（X＋１年）にこの信託について 400 の損失が生じ

たとする。その信託の受託者はその損失を X 年に生じた利益で補填をするた

め、X＋１年末には信託の信託財産には 600 の現金しか有しないこととなる。

将来的にこの信託の信託財産の運用によって現金が増えることはあるが、そ

の場合にはその増えた分は何らかの所得としてその信託の受益者又は受託者

に課税される。したがって、この信託の受益者が X 年に申告した 1,000 の所

得のうち 400 については、信託からの分配を受けることはできないこととな

る。このような課税は、受益者の実感に合致しない結果になるであろう(125)。

仮にこの 400 の損失と前年に生じた 1,000 との所得との通算を認めよという

ことになると、信託を利用しない場合と比較して税負担に差が生じることと

なり、中立的な制度にはならないと考える(126)。 

また、複数の受益者が指定されている信託で、１人は現存しているが１人

は将来出生する子供であるといったものの場合には、その将来出生する子供

に所得が配賦されたものとして申告・納税させることはできない。だからと

いって、現行制度のように、その将来出生する子供に配賦されるべき所得を

現存する他の受益者に配賦されたものとして課税することは、既に述べたと

おり不適切であると考えられるため、他の合理的な課税方法を検討する必要

                                                           
(125) 現行の受益者等課税信託でも収益が受託者に留保された場合には類似のことが生

じ得るが、受益者等課税信託では損失の 400 についても受益者に帰属するため、原則

的には、その損失（400）と信託以外の他の所得との通算を行うことが可能である。 
(126) 青色申告者の繰戻還付制度を適用することによって、前年分の所得税額の還付を

受けることは可能である。信託の受託者についても青色申告の対象とし、各種特典の

適用対象とすることは問題がないものと思われる。 
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がある。さらに、受益者が将来入院した場合や冠婚葬祭が行われる場合にこ

れらのライフ・イベントに要する費用相当分についてその留保された利益を

配賦することとされているようなケースは、現年課税をする際に所得の配賦

割合を定めることができない。つまり、複数の受益者が存在しその受益者は

現存しているが、信託に留保された所得の分配割合が将来において定まるこ

ととされている場合や、分配事由が将来の不確定事由に基因することとされ

ている場合には、信託に帰せられる所得を合理的に各受益者に分配して現年

課税をすることが困難となる。 

この課税方式を採ることにより生じると考えられる他の問題点として、受

益者が X 年の留保所得を申告した際には、その収益の分配を受けていないた

めに納税資金の確保の問題が生じることや、現年課税した信託に係る所得に

ついて、その後に受益者の増減や受益権の割合の変更が行われた場合の税負

担額の調整の方法などが考えられる(127)。 

２ 受益者に配賦されなかった所得を全て信託留保所得として課税する方式 

実際に受益者に配賦されていない所得を配賦されたものと擬制して課税す

ることにより様々な解決すべき課題が生ずることを踏まえれば、次に考えら

れるのは、計算上は信託において生じた所得金額を受益者に帰属させること

が可能な場合でも、現実に受益者に所得が配賦されていないときは、これを

信託に留保される所得（信託留保所得）とし、信託の受託者に課税するとい

う方式である。 

この方式により信託留保所得に対して課税する場合には、第５節で述べた

とおり、受託者は、信託契約ごとにその信託財産に属する資産・負債及び収

                                                           
(127) 佐藤英明教授は、上記のような課税方式とした場合には、留保課税の対象となる

信託を類型化して法律に規定する必要が生じ、それを行っても個別具体の信託契約に

ついて疑義が生ずる余地が大きい等の問題点が生じることを指摘された上で、「信託

に留保される収益に対する課税方法が十分に合理的であれば、特にその適用を例外視

し、技術的な問題に悩みながら受益者課税の範囲を拡大する実益には乏しいと言うべ

きではなかろうか」とされる（佐藤・前掲注(54)159 頁）。 



347 
税務大学校論叢第 92 号 平成 30 年６月 

益・費用を区分してその信託財産に帰せられる各種所得の金額の計算を行い、

当該各種所得の金額から収益受益権者に配賦した所得金額を控除した残額を

信託留保所得として算出することとなる。受託者が信託留保所得に対する所

得税として納付すべき所得税額は、当該信託留保所得の金額に税率を乗じて

計算することとなる。 

次に、この信託留保所得に適用する税率を検討する。信託留保所得は柔軟

な制度設計が可能となっている民事信託においてより多く生ずることが想定

されるが、このような民事信託は個人資産の管理や承継のために利用するこ

とが見込まれるため、信託留保所得に対して適用する税率を検討する際にも、

その信託留保所得が最終的には個人に帰属することを念頭に行うべきである。

個人に対する所得税は、現行制度では５％から 45％までの範囲の累進税率が

適用されるが、信託の主要な利用者となることが想定される富裕層は、複数

の信託契約を締結することによって所得を分散させ、この高率の累進税率の

適用を免れる手段として信託制度が用いられることが想定される(128)。 

諸外国の制度を概観しても、このような懸念を念頭においた制度が構築さ

れているといえる。アメリカでは、収益・元本を受託者が裁量的に分配する

ことが可能となっているような複合信託（complex trust）に留保された所得

に対しては、信託において個人と同様の方法によって課税され、信託に適用

される税率も個人と同じ率が適用されるが、個人に比べて税率の累進度が高

く、2016 年度では、最高税率（39.6％）が適用される課税所得金額が、夫婦

合算申告の場合は 466,950 ドル超であるのに対し、信託の場合は 12,400 ド

ルからとなっている。また、委託者及び受益者が実態として同一であり、租

税回避を主たる目的とした複数の信託については、税額の計算上、１つの信

                                                           
(128) 佐藤英明教授は「信託に留保される所得は、少なくとも受益者の所得とは合算さ

れない範囲で所得分割の効果をもたらし、水平的に不公平であるばかりか、信託を利

用した資産の管理・運用を行うのは相当程度大きな資産を有する高額所得者層が中心

となるであろうことを考えるなら、垂直的公平の観点からも問題が大きい。さらに、

意図的に複数の信託を創設することにより、所得分割の効果を利用した租税回避の仕

組みが出現する恐れも大きいであろう」とされる（佐藤・前掲注(54)163 頁）。 
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託として扱われ、合算された所得に対して税率が適用される。これは、富裕

資産家が節税目的として信託を利用することを牽制する目的とされてい

る(129)。イギリスでは、確定的な収益受益権者が存在しない類型の信託（累

積信託又は裁量信託）について累積された所得又は受託者の裁量により支払

われる所得に対しては受託者が納税義務を負い、受託者段階の課税では基礎

税率に代えて、特別税率が適用される。2017/2018 年度におけるこの特別税

率は、受託者が受領した信託所得のうち 1,000 ポンド超過分に対して、配当

所得は 38.1％（基礎税率は 7.5％）、それ以外の所得については 45％（基礎

税率は 20％）となっている(130)。カナダでは、信託は、その財産について、

原則として個人として扱われ、受託者を納税義務者として個人と同じ計算方

法により所得が算定される。所得が信託によって留保される場合には、その

信託が累進税率適用遺産又は適格障碍者信託に該当しなければ、その所得に

対して、個人の最高税率（2016 年度は 33％）が一律に適用される(131)。この

ように信託に留保される所得に対しては、通常の所得に対して適用される税

率よりも高い税率により課税を行っている。このような諸外国の対応は、「欧

米諸国における信託のほとんど（約 90％）は、租税回避又は脱税目的で用い

られている」(132)といわれていることの現れであろう。 

我が国において、信託留保所得に対する所得税の納税義務者を受託者とす

る場合にも、このような租税回避の防止を念頭において課税方式や税率を検

討する必要がある。民事信託においては、金銭以外の資産では不動産と有価

証券の信託が太宗を占めると考えられるが、不動産所得や非上場株式の配当

所得は総合課税の対象となり、不動産や有価証券の譲渡所得は 15％（他に個

人住民税５％）の税率による分離課税の対象となる。このため、累進税率が

適用される総合課税の対象となる所得については、受託者に対して所得税の

                                                           
(129) 伊藤公哉『アメリカ連邦税法〔第６版〕』585 頁（中央経済社、2017）。 
(130) 高橋里枝「英国における信託税制」税務事例 49 巻９号 70・71 頁（2017）。 
(131) 漆・前掲注(122)70 頁、吉村政穂「カナダ信託税制」信託 244 号 40 頁（2010）。 
(132) 川田剛「オフショア信託を利用した租税回避が否認され受益者課税がなされた事

例：英国」税務事例 50 巻３号 97 頁（2018）。 
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最高税率（45％）により課税し、土地、建物等に係る譲渡所得、一般株式等

に係る譲渡所得等、上場株式等に係る配当所得等及び譲渡所得等などについ

ては、所得分割による租税回避のおそれはないことから 20％申告分離課税に

より課税することが考えられる。 

総合課税の所得については、アメリカのように通常の所得税の累進税率よ

りも累進度の高い税率を適用することも考えられるが、信託の税率が最終的

な受益者の税率よりも低い場合には、信託を利用した所得分割の効果が生じ、

税負担の軽減を図ることが可能となることから、信託以外の所得について最

高税率が適用される者は、多くの信託を設定することにより、適用される税

率を下げようとする行為を誘発することには変わりがなく、適切な方法では

ないと考える(133)。 

３ 信託留保所得の分配があった場合の課税方式 

信託利益に対する課税は一回のみにするという現行の信託課税の基本的な

考え方を引き続き尊重すれば、受託者段階で課税された信託留保所得が受益

者に分配された場合には、その受益者には課税済所得が配賦されたことにな

るため非課税として扱われることとなる。この方式を採用する場合には、受

託者から受益者に配賦された所得が現年課税の対象のものか、留保されてい

たものかの判別のルールを設ける必要はあるものの、信託留保所得に係る所

得区分等の管理が不要になるなど、簡便な制度になると思われる。簡便な制

度にはなるが、信託留保所得について所得税の最高税率で受託者に課税する

ため、民事信託は高齢者や障害者の資産保全や生活費確保のために用いるニ

ーズがあることも踏まえると、その受益者は必ずしも最高税率が適用される

高額所得者とは限らない状況の中で、特に総合課税の対象となる所得に対す

                                                           
(133) 佐藤英明教授は、信託を留保所得の納税義務者と考え、その留保所得に対して累

進税率を適用することとした場合には、信託が所得分割の効果を利用した租税回避の

仕組みに利用され、これに対処するために複数の信託を１つの信託として扱うなどの

ルールが必要になり、制度及び執行面においても複雑になるため、支持し得ない方式

であるとされる（佐藤・前掲注(54)162～164 頁）。 
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る過重な税負担が、信託制度の利用を阻害するおそれが生じないとも限らな

い。 

そこで、もう１つの考え方として、受託者段階で課税した所得税は、その

受益者が定まらない段階における暫定的なものであって、留保されていた所

得が実際に受益者に対して配賦された場合には、そのタイミングを捉えて、

その受益者のその配賦があった年分の所得としてその配賦があった所得金額

について負担すべき所得税額を再計算するという方式が考えられる。この計

算を行うためには、信託留保所得のうちどの所得区分に属する所得が受益者

に配賦されたのかを特定する必要が生じるため、留保されていた所得が払い

出される順番等についてルールを設けて、その払い出された所得の所得区分

や課税方式（総合課税や分離課税等）を認識できるようにする必要がある。

これを、信託期間を通じて全ての留保所得について正確に管理しようとする

と、受託者が負う事務負担は小さくはないと思われ、受託者に過大な事務負

担が発生すると、そのコストが信託報酬に反映されることとなり、それがま

た信託制度の利用の阻害要因ともなりかねない。 

このデメリットを解消するため、次に、受託者に負わせる事務負担を軽減

しつつ、適用される限界税率が低い者に対して税負担が過重とならないよう

な制度を考えてみたい。 

受託者の事務負担については、主に信託留保所得を構成する所得の所得区

分等を継続的に管理していくことにより生じるものと考えられるため、この

点を簡素化する観点から、信託留保所得が受益者に分配された場合には、受

益者は、これを雑所得として認識することとする(134)。受益者は信託に留保

された収益が分配された日の属する年に、その配賦された信託留保収益に係

る所得を雑所得として申告する。この場合に、その配賦された所得について

受託者が過去に課税された所得税額に相当する金額については、その分配を

受けた受益者が確定申告の際に税額控除としてその年分の所得税額から控除

                                                           
(134) 総合課税の譲渡所得の金額や一時所得の金額については、特別控除額を控除した

後の金額を雑所得の金額として認識する。 
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することにより税負担を調整するというものである(135)。この信託留保収益

に係る雑所得の金額の対象となるのは、受託者が総合課税により課税された

信託留保所得のみとし、分離課税の対象となったものは税負担に変更がない

ため対象外とする。分配された所得が現年課税分か留保所得であるかは、留

保所得を課税済所得として非課税とする場合にも認識を要する事項であり、

この点については、必要最低限の受託者の事務として管理することが必要と

なる。 

なお、信託において課税された所得の総額と信託において留保されている

配賦可能な金銭等の額は必ずしも一致しない。これは、例えば、信託におい

て譲渡所得や一時所得として課税された金額は、所得金額の計算上特別控除

額が控除されるが、金銭等はその特別控除額を控除する前の金額が信託財産

としてプールされるためである。この点についても簡便な管理を可能とする

観点から、その信託契約に基づき配賦された信託留保所得の金額の合計額が、

受託者が課税された信託留保所得の金額の合計額に達するまでは、その金額

を雑所得の金額として課税し、その合計額を超える部分の金額は、特別控除

が適用された課税済所得として非課税とすることにより、調整することが考

えられる。 

信託留保所得について、これまで述べてきたような制度を措置する場合に

は、これにあわせて受益者が信託留保所得の配賦を受けた場合の申告不要制

度を設け、受託者段階で課税されている信託留保所得については、それが配

賦された場合でも申告をしないことを選択できるようにすることにより、適

用される限界税率が高い受益者については、信託留保所得のためだけに申告

の負担が生じないようにすることが考えられる。なお、現行制度においても、

特定口座制度を利用した場合の上場株式等に係る譲渡所得等や上場株式等の

                                                           
(135) イギリスにおいては、信託に係る所得について受託者段階で課税された後、受益

者がその信託から分配を受けた所得を確定申告する際に受託者段階で課税された所

得税を税額控除することができる（高橋・前掲注(130)71・72 頁、占部裕典「イギリ

ス信託課税の特徴と我が国への教訓」『信託取引と信託課税の法理』200 頁（慈学社、

2018））。 
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配当所得等について申告不要制度が設けられているところであるが、申告不

要制度の問題点として、申告不要を選択した所得金額についてはその金額が

合計所得金額に算入されないため、配偶者控除や寡婦控除のようなその適用

に所得制限が設けられている控除の適用に際して考慮されない点がある。こ

れは、各種社会保険制度や公的扶助に関する制度等において、所得税や個人

住民税の合計所得金額をその適用判定基準に用いている場合には同様の影響

が生ずることとなる。このため、信託制度がある程度の高額所得者や資産家

が利用することを考慮すると、この申告不要制度を利用した場合でも、信託

から配賦された留保所得の金額は、合計所得金額に算入することとすべきで

あると考える。 

４ 法人課税信託との関係 

現行の法人課税信託のうち「受益者等が存しない信託」に対する課税につ

いては、前述のとおり、受益者が存しない期間の代替課税として法人税の枠

組みを利用しているといえる(136)。法人課税信託では受託者は法人とみなさ

れるため、委託者が個人であるときは、個人から法人への贈与とされ、その

信託設定時にみなし譲渡課税が行われる（所法６条の３第７号）。この点、佐

藤英明教授は「将来個人に対して受益をさせるために受益者不存在の信託を

個人が作ったというときに、わざわざそこで法人に対する課税関係というも

のを厳密に作り上げる必要があるのかという疑問は、やはり持つべきだと思

います」とされる(137)。 

また、委託者が個人である場合において、「受益者等が存しない信託」のよ

うに受益者が存在せずに信託収益の全額が留保される場合には、法人課税信

託として法人課税が課税され、信託収益の一部が受益者に分配されずに留保

される場合には、受託者計算信託として所得税が課税されることとなるが、

これらの場合で適用税率や課税方式を別にする合理的な理由は見出し難いた

                                                           
(136) 第２章第２節２を参照。 
(137) 佐藤・前掲注(34)140 頁。 
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め、信託留保所得についてここまで述べたような課税方式とする場合には、

「受益者等が存しない信託」についても同様の課税方式に統一すべきであろ

う。 

第８節 信託受益権を譲渡した場合の課税 

本節では、受託者計算信託の信託受益権を譲渡した場合の課税関係について

検討する。 

現行の受益者等課税信託では、信託受益権を譲渡した場合には、信託財産を

譲渡したものとして課税が行われる。これは、受益者が信託財産に属する資産

及び負債を有するものとみなすこととされているため、信託受益権の譲渡者に

は、信託財産のキャピタルゲイン・ロスが実現することによって信託財産に係

る譲渡所得等が帰属することとなり、信託受益権の譲受者には、その信託受益

権に係る信託財産に属する資産及び負債を取得することと同様の経済的な取引

が行われると認められるためである。 

他方、受託者計算信託では、私法上の法律関係に則り、信託財産に属する資

産及び負債は受託者が有し、信託の受益者は、信託財産ではなく信託財産に係

る収益又は元本の分配を受ける受益権を有するものとして課税関係を構築する

ことから、その受益権を有していても信託財産に属する資産及び負債を有する

ことにはならない。つまり、受託者計算信託の受益権は信託財産に対する権利

であるという考え方からは、その信託受益権の譲渡による所得は、信託財産の

譲渡ではなく、権利の譲渡として総合課税による譲渡所得として課税されるこ

ととなる。 

しかしながら、このように考えた場合には、受託者計算信託を使うことよっ

て資産の譲渡による所得の性質を変更することが可能となる。例えば、受託者

計算信託を利用しないで土地や株式を譲渡した場合には 20％申告分離課税の

対象となるため、他の総合課税の対象となる所得との損益通算はできないが、

受託者計算信託の信託財産として土地や株式を拠出し、その元本（償却）受益
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権を取得してからこれを譲渡すれば、土地や株式の譲渡損益を総合課税の対象

となる譲渡所得に転換することが可能となる。このようなことを防止するため

に、受託者計算信託では信託財産の内容にかかわらず、その受益権の譲渡を全

て分離課税の対象として総合課税の所得との損益通算をできないこととするこ

とも考えられるが、その場合には、信託財産が総合課税の譲渡所得の対象とな

る資産であるときは、累進税率の適用を逃れるために受託者計算信託を利用し、

税負担の軽減を図ることが可能となる。また、量的分割信託については、現行

の受益者等課税信託と同様に、受益権の譲渡は信託財産の譲渡とみなされるこ

ととなるため、量的分割信託と受託者計算信託との税制上の取扱いの差ともな

り、これが、原資産に係る譲渡所得との取扱いの差とも相俟って、税制の信託

に対する中立性を損なう結果となるであろう。 

さらに、土地・建物等や株式等の譲渡所得等については、一定の政策目的の

下で分離課税の対象とされている。すなわち、土地の分離課税については、土

地売却に伴う税負担を明確化するとともに、いわゆる切り売りの防止に資する

ことを目的とし(138)、株式等の分離課税については、所得の把握体制の状況等

を踏まえて、実質的公平に資するために分離課税制度を採っている(139)と説明

されている。土地等や株式等を信託財産とした場合には、そのキャピタルゲイ

ンの課税に際してこのような政策目的を蔑ろにすることが許されるものではな

いと考える。また、本来は総合課税の対象となる資産の譲渡による所得を、信

託を利用した場合にはその信託財産のキャピタルゲインに対する課税を分離課

税の対象とすることは、累進税率の適用の対象外にするという垂直的公平の点

で問題があるばかりでなく、信託を利用しないで同じ資産を譲渡した者との間

の水平的公平の点でも問題が生じるであろう。 

したがって、ある資産とその資産を信託財産とする信託受益権とで、その譲

渡所得の課税方式を異ならせた場合には、その取扱いの差を利用した租税裁定

                                                           
(138) 政府税制調査会昭和 43 年７月「土地税制のあり方についての答申」70 頁。 
(139) 政府税制調査会平成 12 年７月「わが国税制の現状と課題―21 世紀に向けた国民

の参加と選択―」128 頁。 
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行為の誘因となる可能性を否定することはできないばかりでなく(140)、その資

産から生ずるキャピタルゲインに対する適正・公平な課税にも影響を及ぼすこ

ととなる。このような弊害に対処するとともに発生する所得の経済的実質に見

合った課税とする観点からは、信託期間中（設定時を含む。）に信託受益権（収

益受益権又は元本（償却）受益権）の譲渡があった場合におけるその譲渡によ

る所得は、その譲渡があった信託受益権の内容に応じて課税することが適当で

ある。すなわち、家賃収入に係る不動産所得の金額や利子・配当所得の金額の

配賦を内容とする収益受益権の譲渡があった場合には金銭債権の譲渡があった

ものと、土地・建物を取得することができる元本（償却）受益権の譲渡があっ

た場合には土地・建物の譲渡があったものと、有価証券を取得することができ

る元本受益権の譲渡があった場合には、有価証券の譲渡があったものとして、

その所得区分や課税方式（総合課税や分離課税等）を判定すべきであろう。 

このような課税方式とすることにより、租税特別措置についても、その元本

受益権の内容に応じて、適用させることが可能となる。例えば、元本（償却）

受益権を譲渡した場合に、その信託財産が土地であるときは、土地等を譲渡し

た場合の譲渡所得の特別控除の適用が可能になるなど、その受益権に係る信託

財産の内容に応じた各種特例の適用が可能になるもの考えられる(141)。 

なお、元本（償却）受益権の譲渡による所得の課税方式を信託財産の内容に

応じたものとした場合でも、譲渡されるのはあくまで信託受益権であって信託

財産そのものではないため、受託者が信託財産から生ずる各種所得の金額の計

                                                           
(140) 佐藤英明教授は、有償による信託受益権の譲渡を、租税法上は常に受益権の譲渡

として構成することとした場合には、所得のコンバージョンによる租税回避の個別否

認規定を創設する必要があると指摘される（前掲注(26)参照）。 
(141) 租税特別措置の適用にあたっては、受託者が有している信託財産を受益者が有し

ているものとしたり、要件として長期譲渡所得のみに適用することとされている措置

については、信託期間も所有期間に含めたりするなど、一定のみなし規定が必要とな

るものと思われる。なお、特定口座制度や少額投資非課税制度（NISA）の適用につ

いては、特定口座制度は投資家の株式等の譲渡による所得の計算の簡素化のためとい

う制度趣旨から、NISA は非課税投資枠を実質的に二重に利用できることとなること

から、個人とみなされた受託者計算信託の受託者については適用除外とすべきであろ

う。 
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算をする場合における減価償却費の計算や、元本償却受益権の内容には影響を

及ぼさないこととすべきである。この元本（償却）受益権の譲渡による所得の

課税方式を定める場合に、法令上、「元本（償却）受益権を譲渡した場合には、

その有する受益権の割合に応じた信託財産の譲渡をしたものとみなす」と規定

してしまうと、信託財産そのものを譲渡したとみなすこととなり、その譲渡後

の信託財産の帳簿価額がその譲渡価額に付け替えられることとなるため、その

後に収益受益権者に配賦される所得金額の計算上控除される減価償却費の計算

や、元本償却受益権者に分配すべき金銭の額にも影響を及ぼすことになる。つ

まり、元本（償却）受益権が譲渡されると減価償却費の計算の基礎となる信託

財産の帳簿価額が変更になることに伴って減価償却費を再計算する必要が生じ

ることとなる。このようにした場合には、受託者の所得金額等の計算が煩雑に

なるとともに、この再計算を確実に行うことができるようにすることを目的に、

元本（償却）受益権の譲渡があったことをその譲渡の都度受託者に通知する必

要が生じる。信託法において、受託者への通知及び当該受託者の承諾は信託受

益権の譲渡の第三者への対抗要件とされているものの(142)、当該通知及び承諾

をせずに譲渡が行われた場合には税法上の減価償却費の計算が適正に行われな

いという問題が生じ、執行面において不適当な結果を招くおそれがある。 

第９節 信託終了時の課税関係 

信託の終了に伴い、元本受益権者に信託財産（残余財産）が移転した場合に

は、信託設定時と同様に、その移転の際に生じている信託財産の含み損益に対

しては譲渡所得課税を行わないこととすべきである。信託終了時には、受託者

から元本受益権者に対して信託財産が移転することから、その機を捉えて、そ

の移転時点の価額により譲渡があったものとみなしてその時点のキャピタルゲ

                                                           
(142) 信託法 94 条では、「受益権の譲渡は、譲渡人が受託者に通知をし、又は受託者が

承諾をしなければ、受託者その他の第三者に対抗することができない」と規定されて

いる。 
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インに対して課税することも考えられる。しかしながら、そのようにした場合

には、量的分割信託においては、信託の終了時における信託財産の所有権の移

転の際にその含み損益に対して譲渡課税が行われないことや、我が国所得税制

の経緯をみると、みなし譲渡課税については納税資金や評価の問題等から縮小

傾向にあること(143)、元本受益権を適正な対価の負担をして取得している場合

には、その譲渡者はその対価に対する課税により、実質的に信託財産の含み損

益に対する税負担をしていると考えられることを踏まえれば、受託者計算信託

の円滑な利用を促す観点からは、受託者計算信託の終了時の残余財産の分配に

対しては、みなし譲渡課税は行わないことが適当であろう。 

このため、元本受益権者が信託財産を取得した場合の課税関係は、以下のよ

うにすべきである。 

元本受益権を適正な対価を支払わないで取得している場合には、前述のとお

り、受託者計算信託では、受益権の贈与による贈与課税は受益時に課税すべき

と考えられることから、信託終了時に移転した信託財産の価額に対して贈与税

が課税されるべきである。その上で、元本受益権を有する受益者が取得した信

託財産の取得価額は、受託者に係るその信託終了時の信託財産の簿価を引き継

ぐこととすべきである。この信託財産の簿価の引継ぎにより、信託終了時の含

み損益に対する譲渡課税の繰延べが行われるのは、通常の相続、贈与による資

産の移転の場合と同様である。 

元本受益権を適正な対価を支払って取得している場合には、信託財産はその

適正な対価の額で取得したものと見ることができることから、その元本受益権

を有する受益者が取得した信託財産の取得価額は、その元本受益権の取得価額

を付け替えるべきである。 

収益受益権及び元本償却受益権については、信託の終了に伴いその受益権が

                                                           
(143) シャウプ税制においては、キャピタルゲインに対する無限の課税繰延べを防止す

るため、相続、贈与若しくは遺贈又は著しく低い価額の対価による資産の譲渡等が

あった場合には、一般的に時価による譲渡があったものとして課税していたが、その

後、実際的ではないという理由でその対象範囲が段階的に縮小されてきた経緯がある

（金子・前掲注(55)260 頁）。 
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消滅するだけであり、基本的にはその受益者及び受託者に課税関係は生じない。 

第 10節 その他検討を要する事項 

本節では、信託収益に対する新たな課税方式として受託者計算信託に係る課

税方式を導入するにあたり、検討すべきその他の事項について記述する。 

１ 受託者計算信託の信託財産に帰せられる収益に係る源泉徴収義務者の変更 

預貯金や公社債の利子、株式の配当や投資信託の収益分配金など（以下「利

子等」という。）の支払をする場合には、その支払者はその支払の際に源泉徴

収を行うこととされているが、受託者計算信託の信託財産に帰せられるこれ

らの所得は当該受託者計算信託の受託者に帰属することとなるため、その利

子等について源泉徴収を行う場合には、その受託者の属性に応じて源泉徴収

の要否を判断せざるを得ない。しかしながら、受託者計算信託では、信託に

留保されずに受益者に配賦される所得は、所得区分を引き継いでその配賦を

受ける受益者に対して課税がされることから、受益者の属性で源泉徴収の要

否を判定することが望ましい。ただし、その判定を本来の源泉徴収義務者で

あるその利子等の支払者に行わせることは、その利子等の支払時期と受託者

計算信託の受託者に実際に所得が配賦される時期にタイムラグが生じること

等を勘案すると困難であると考えられることから、受託者計算信託の信託財

産に帰せられる利子等に係る源泉徴収義務者を受託者計算信託の受託者とし、

受託者が受益者に対して受託者計算信託の所得のうち利子等に係る所得の配

賦をする際に、源泉徴収をして国に納付することが適当であると考えられる。

この仕組みは、上場株式等の配当等については、その支払者ではなく、社債

や株式において採用されている社債等振替制度の口座管理機関を支払の取扱

者として源泉徴収義務を課している制度（措法９条の３の２）と同様に行う

ことが考えられよう。 

なお、受益者に配賦されずに信託に留保された利子等に係る所得に対して
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は、その支払があった日の属する年の 12 月 31 日に、受託者計算信託の受託

者が自らを源泉徴収義務者として源泉徴収を行うこととする。その後、その

源泉徴収された信託留保所得が実際に受益者に配賦された場合には、預貯金

や特定公社債の利子のように 15％（所得税のみ）の比例税率による分離課税

の対象となっている所得については、課税済所得として非課税とすべきであ

ろう。これは、総合課税の対象となる所得は、複数の信託を設定して所得を

分散させることによって累進税率の適用を緩和しようとする租税回避行為が

想定されるのに対し、定率の分離課税となっている所得については、他の所

得と総合して累進税率を適用されることがないため、分配時に課税所得とし

て認識する必要がないためである。 

他方、上場株式等に該当しない株式（非上場株式）に係る配当所得のよう

に、総合課税の対象となる所得が信託に留保される場合については、年末に

その受託者が源泉徴収をした上で、実際の所得の配賦時には、その源泉徴収

税額分をグロスアップした金額が信託留保所得として受益者に配賦されるこ

ととすべきである。 

２ 信託の計算書の整備 

現行制度では、受益者等課税信託の受託者は、その信託財産の運用状況等

について信託の計算書を作成し、税務署長に提出しなければならないことと

されている（所法 227 条）。この計算書には、信託財産に帰せられる収益及

び費用の明細とともに、信託財産に属する資産及び負債の明細を記載するこ

ととされており、本計算書により、税務署長は信託財産に帰せられる所得を

把握することができることとなっている。 

受託者計算信託では、その有する受益権の種類やその受益権取得の際の適

正な対価の負担の有無によって分配された収益に対する課税が異なってくる

など、受益者の課税関係は受益者等課税信託よりも複雑になることは否めな

い。このため、現行制度では税務署長に対してのみ提出することが義務付け

られている信託の計算書について、受託者計算信託の受託者が分配又は配賦
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をした収益又は所得のうち受益者が確定申告をすべきものを把握可能なよう

に記載事項の整備をした上で、受益者に対しての交付も義務付けることを検

討すべきであろう。特定口座制度における特定口座年間取引報告書のように、

申告すべき所得金額が記載された信託の計算書を納税者である受益者に交付

することによって、その受益者は、確定申告をする際に、信託から分配を受

けた収益に係る所得を簡便に把握することが可能となるとともに、それが適

正申告に資することを期待できるであろう。 
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結びに代えて 

個人資産の管理承継や高齢者等の身上監護、生活費確保のための信託は未だ

活発に行われている状況にはないことから、そのような目的での信託の具体的

な活用方法は不透明な部分も多い。現状では、個人が質的分割信託を利用する

ニーズは相続対策のためである場合が多いものと考えられるが、相続のために

受益権を元本（償却）受益権と収益受益権に分割した場合でも、信託財産を運

用することにより生じる元本や収益の帰属に係る所得税の取扱いについては、

明確になっている必要がある。受益者等課税信託の下での質的分割信託に係る

所得税の取扱いにおいて最も難解な問題は、信託財産に係る減価償却費の取扱

いと、信託財産に帰せられる所得の所得区分の判定であった。これらについて

は、信託に帰せられる所得の計算主体を受託者とすることによって、経済的な

実態や信託関係者の実感に合致する合理的な税制を構築し課税を行うことが可

能であると思われる。 

今後、平成 18 年に公布された新信託法が可能とした信託の持つ制度設計の

柔軟性を利用することにより、個人の信託の利用に対するさまざまなニーズに

応えつつ、利用者の創意工夫を最大限に活かすことができるよう、信託に関す

る所得税を含めた税制の枠組みを早期に再構築することが期待される。それが

我が国における信託制度の利用とその社会的・経済的な重要性の進展への一助

となるであろう。その場合、諸外国においてそうであるように、我が国におい

ても信託を利用した租税回避が出現することを避けることはできないのであろ

うが、それへの対応やその他の税制の技術的な細部については、これからの信

託の制度の発展や取引の成熟に応じて不断に見直していくことが重要であ

る(144)。 

                                                           
(144) 佐藤・前掲注(54)177 頁。 


